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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

基本目標１　妊娠期から子どもを産み、育てる親への支援の充実

施策１　親の意識啓発事業の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
1 1 子ども・子育て支援

への理解の促進と
意識啓発

地域全体で子どもの健全育成や子育て支援に
取り組めるよう、さまざまな機会や広報の媒体
を通じた情報提供を行い、地域での子育ての重
要性に対する理解と子育て支援の意識啓発を
推進します。

母子保健推進員への参加促
進

地域で安心して妊娠・出産・子育てができるよう、住民と行政をつなぐ地域の相談
役として活動する母子保健推進員の取り組みを周知し、参加促進しています。
また、交流会・研修会を開催し、地域での子育て支援の重要性の意識啓発を図っ
ています。
今後は、活動範囲の拡大や参加者増を目指します。

子ども家庭課

交流会等開催数/6回
参加者数/87人

交流会等開催数/6回
参加者数/101人

交流会等開催数/6回
参加者数/91人

交流会等開催数/6回
参加者数/106人

人権教育・青少年育成推進事
業の開催及び街頭啓発

人権啓発の推進として講演会や研修会の開催、街頭啓発等を通して、すべての子
どもの人権が保護・尊重され、地域社会みんなで見守り、支え合えるよう広く人権
啓発に努めます。「人権教育・青少年育成推進事業」は、平成26年度まで講演会を
実施し、平成27年度からは、同時期に開催している「青少年の主張」、人権啓発映
画の上映を実施しています。令和3年度からは事業の対象を子ども、教員等を中心
とし、幼少期からの人権教育に力を入れていきたいと考えています。なお、人権教
育・青少年育成推進事業は人権標語コンクール表彰式、青少年の主張、人権講座
の構成になり、人権啓発映画の上映は行いません。

町民課 ・人権標語コンクール
大賞1名、入賞5名
・人権講座
　開催日：11月6日（月）
　参加者数48名
・いのちの灯り展
　開催日：3月16日（土）
　参加者100名
・ヴィアティン三重のホームゲームで
来場者に向けて人権週間の啓発及
び啓発物品の配布活動を行う。
・町内幼稚園・保育園児を対象に人
権擁護委員による人権学習の開催

・青少年の主張が中止となったため、
同時開催予定だった人権標語コン
クール表彰式も、直接校長先生から
生徒へ表彰することになった。
・人権標語コンクール
大賞1名、入賞6名
・人権講座に代わりヴィアティン三重
のホームゲームで一般向けに人権
週間の啓発、子供向けに差別言葉
の言い換えのチラシの配布、啓発物
品の配布活動を行う。

・「人権教育・青少年育成推進事業」（人
権標語コンクール表彰式、青少年の主
張）」
開催日：12月4日（土）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・人権標語コンクール
大賞1名、入賞5名

・「人権教育・青少年育成推進事業」（人
権標語コンクール表彰式、青少年の主
張、人権啓発映画の上映）」
開催日：12月5日（土）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・人権標語コンクール
大賞1名、入賞7名

講演会等や町の広報媒体を通
じた子どもの権利の意識啓発

各小・中学校の児童・生徒や関係機関などに子ども権利条例の概要版を配布し、
その啓発に努めました。
また、ワークショップや小学生と町長との懇談会を開催しています。
5年ごとにアンケートを実施し、子どもの権利についての意識や実態の把握を行
い、効果検証を行っていきます。

子ども家庭課

ワークショップ開催数/6回（児童）
参加者数/233人

ワークショップ開催数/6回（児童）
参加者数/378人
講演会開催数/1回（保護者）
参加者数/37人

ワークショップ開催数/5回
参加者数/258人

ワークショップ開催数/1回
参加者数/30人

員弁地区「子ども人権フォーラ
ム」、人権教育中学校区連絡
会、子ども支援ネットワーク、と
ういん子どもの権利の日（週
間）

員弁地区「子ども人権フォーラム」への参加、人権教育中学校区連絡会、子ども支
援ネットワーク（中学校区）、とういん子どもの権利の日（週間）に対する取り組み
等、学校教育を通じた人権教育を継続実施します。

学校教育課

各取組への参加校
8/8校

各取組への参加校
8/8校

各取組への参加校
8/8校

各取組への参加校
8/8校

3 3 男女がともに参画す
る「子育て」しやすい
社会づくり

女性の社会進出や男性の育児参加が進むな
か、男女がともに子育てに取り組める社会を築
くため、家庭、地域、企業などと連携し、男女共
同参画社会の実現に向けて意識啓発を進めま
す。

男女がともに参画する子育て
社会づくり啓発事業

性別による役割分担の意識の撤廃と、自分らしく子育てができる社会を築くため、
男女共同参画推進委員と協働して、親しみやすい内容での意識啓発を進めていき
ます。年によって開催内容は異なりますが、映画上映や講演会等のイベントを通し
て意識啓発を進めています。

町民課 ・三重県内男女共同参画連携映画
祭2023
開催日：6月24日（土）13:00～15:00
「漁港の肉子ちゃん」参加者数164人
・地域活性化雇用創造プロジェクト事
業
多様で働きやすい職場づくり支援事
業：0社参加
女性の就職サポート事業：8名受講

・三重県内男女共同参画連携映画
祭2022
開催日：9月24日（土）13:00～15:00
「お終活　熟春！人生、百年時代の
過ごし方」参加者数268人
・地域活性化雇用創造プロジェクト事
業
多様で働きやすい職場づくり支援事
業：0社参加
女性の就職サポート事業：12名受講

・三重県内男女共同参画連携映画祭
2021
開催日：1月29日（土）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・地域活性化雇用創造プロジェクト事業
多様で働きやすい職場づくり支援事業：2
社参加
女性の就職サポート事業：13名受講

・三重県内男女共同参画連携映画祭
2020
開催日：7月11日（土）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・男女共同参画講座
開催日：10月中旬を予定していたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止

子育てに係る教室や相談事業
の実施による知識の普及と交
流の場の提供

保健福祉センターや子育て支援センターで、離乳食教室、親子ミニサロン、育児相
談等を開催しています。
今後は、より多くの子育てに関わる方が交流できるよう、子育て支援センターを拠
点として、行事を企画していきます。

子ども家庭課
各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/131人
親子ミニサロン/ 305人
育児相談/525人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/108人
親子ミニサロン/289人
育児相談/496人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/111人
親子ミニサロン/215人
育児相談/466人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/80人
親子ミニサロン/12人
育児相談/369人

東員町16年一貫教育プランに
よる子育て・保育・教育の推進

「子育ての手引き版」の活用、子育て学習会の開催、園校便りでの発信等を通し
て、子育てのコツ等を保護者に啓発する中で、学校・家庭・地域・行政が一体となっ
た子育て力の向上を目指していきます。

学校教育課 子育て学習会の開催
2/14園校
（教諭による学習会へ移行）
園校だよりでの啓発
14/14園校

子育て学習会の開催
3/14園校
（コロナ感染症対応で自粛）
園校だよりでの啓発
14/14園校

子育て学習会の開催
4/14園校
（コロナ感染症で自粛）
園校だよりでの啓発
14/14園校

子育て学習会の開催
2/14園校
（コロナ感染症で自粛）
園校だよりでの啓発
14/14園校

講演会やワークショップの開催 行政と地域やNPO等で活動されている方々と連携し、親の子育てへの負担緩和や
安心して子育て・子育ちができる環境づくりに取り組みます。

社会教育課 子育てのつどい/廃止
組織体制及び取り組む事業を改め、
各部会において方向性や活動内容
の認識を深め、企画・運営について
協議した。

講演会/なし
令和4年度から組織体制を改め、各
部会にて事業の方向性や活動内容
の認識を深めた。

講演会/新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止

講演会/なし
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止。

子育て支援センターや各種子
育て教室への父親参加促進

子育て支援センターでは年2回の土曜日開放、マタニティ教室では年3回の日曜日
開催を実施し、父親の参加促進を図っています。
今後、父親もより参加しやすい事業を目指し、内容の改善や休日開催を実施して
いきます。

子ども家庭課
休日開催参加者数
支援センター/172人（年5回開催）
マタニティ教室/107人

休日開催参加者数
支援センター/168人（年5回開催）
マタニティ教室/104人

休日開催参加者数
支援センター/134人（年3回開催）
マタニティ教室/ 99人

休日開催参加者数
支援センター/0人※新型コロナウイルス
感染症拡大防止の為中止
マタニティ教室/18人

親子外遊び教室、運動教室 親子外遊び教室、運動教室（野球・サッカー・縄跳びなど）を開催しています。父親
に対して、子育てに関わることを促す事業の継続と関係機関を通じた意識啓発を
推進します。

学校教育課
親子外遊び教室、運動教室の実施
6/6園

親子外遊び教室、運動教室の実施
6/6園

親子外遊び教室、運動教室の実施
6/6園

親子外遊び教室、運動教室の実施
0/6園
（コロナ感染症で自粛）
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子育て家庭への教
育の推進

母子保健と子育て支援活動の連携事業や「東
員町16 年一貫教育プラン*」の取り組みを通し
て、子どもの成長段階に応じた知識の普及や子
どもと親の関わり方など、家庭での子育てや教
育力の向上のための意識啓発を推進します。
また、青少年育成町民会議による子育て（支
援）に関わる人を対象とした「子育てのつどい」
を開催し、講演会や分散会を通じ、家庭教育に
ついての意識啓発と悩みの解消、仲間づくりを
推進します。

　地域で子どもと子育て家庭を温かく見守り、子ども・子育て支援を推進できるよう、住民や地域団体、企業などを含めた地域全体の子ども・子育て支援についての理解を
促進するとともに、子どもの人権・権利を守りながら、子どもと子育て家庭を⾒守り支えていくための地域づくりを推進します。

5 父親の子育て参画
の促進

マタニティ教室や親子で参加できる教室の開催
を通じ、父親の育児参加に関する意識啓発を推
進します。また、土曜日には子育て支援セン
ターを開放し、父親や祖父母と過ごす場を提供
します。（年2 回）

2 子どもの権利の尊
重

「児童の権利に関する条約」の理念や、「みんな
と一歩ずつ未来へ向かっていく東員町子どもの
権利条例*」に定められた６つの権利（愛される
権利、守られる権利、自分らしく生きる権利、育
つ権利、ともに生きる権利、意見を表明し、参加
する権利）を尊重し、子ども達が「権利の主体」
として自覚や意識を持てるよう、子どもの権利
の意識向上に向けた取り組みを実施し、すべて
の子ども達が愛し愛され幸せに暮らせる町づく
りを推進します。
また、三重県同和教育基本方針・三重県人権
教育基本⽅針・東員町人権教育基本方針に基
づく教育や啓発事業を実施します。

4
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策２　すべての母子に対する母子保健事業の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
6 1 妊産婦保健の充実 母子健康手帳・母子保健のしおりの交付など、

妊娠・出産・育児に関する知識や情報を提供
し、妊産婦が安心して妊娠・出産・育児に臨むこ
とができるよう支援します。妊婦一般健康診査
や産婦健康診査の受診の勧奨を行うことで、妊
産婦の異常の早期発見に努め、母子の心身の
健全成長を促します。

妊婦一般健康診査及び産婦
健康診査の実施と受診啓発

1回の妊娠・出産に際し、14回の妊婦一般健康診査と2回の産婦健康診査の費用
を助成しています。
母子の健全な成長を促し、産後うつを予防します。
今後は、マタニティ教室等の場を活用して、健康診査の必要性を啓発し、受診勧奨
に努めます。

子ども家庭課

妊婦健診受診率/72.3%
産婦健診/88.8%

妊婦健診受診率/86.6%
産婦健診/85.8%

妊婦健診受診率/87.0%
産婦健診/73.8 %

妊婦健診受診率/81.2%
産婦健診/78%

7 2 乳幼児とその母に対
する支援の充実

産後の母の健康状態や生活面の保健指導、母
乳ケア、育児に関する支援等を通じ、産後も安
心して子育てができるよう支援します。体操や
交流会などを通して、産後間もない母への心身
のケアを促し、子育てに前向きに取り組めるよう
支援します。また、地域の子育て支援に関する
情報を提供するとともに、途切れのない支援に
向けた取り組みを検討します。

産後ケア事業実施による産婦
支援

三重県助産師会に委託し、訪問型の産後ケア事業を実施し、産婦の乳房管理、母
体管理及び生活面の保健指導を行っています。
今後は、国のガイドラインに沿って、通所型や入所型のサービスも取り入れ、支援
の拡充を図ります。

子ども家庭課

利用件数（延べ）
訪問型/88件
通所型/36件
宿泊型/12件

利用件数（延べ）
訪問型/116件
通所型/9件
宿泊型/0件

利用件数（延べ）
訪問型/84件
通所型/7件
宿泊型/10件

利用件数（延べ）
訪問型/80件
通所型/-件
宿泊型/-件

8 3 乳幼児の健康診査
の充実

乳児一般健康診査として、４か月児健診、１０か
月児健診の受診を勧奨するとともに、新生児、
乳児の訪問指導を充実させ、子どもの発育、発
達や育児不安に対する保護者の悩みへの対応
を速やかにできるように努めます。幼児健康診
査については、１歳６か月児、３歳６か月児を対
象に実施し、子どもの身体的発達、精神発達の
面からも重要な時期であることから、子どもの
健全育成と保護者への育児支援を図ります。ま
た、２歳６か月児健康診査の実施に向けた検討
を行います。

4か月児健診、10か月児健診、
1歳6か月児健診、3歳児健診
の実施と受診勧奨

4か月児健診と10か月児健診は、医療機関での個別健診を実施し、1歳6か月児健
診と3歳児健診は集団健診を実施しています。未受診者については、電話等で受
診勧奨を行っています。
個別健診は集団健診よりも受診率が低く、乳児訪問や子育て教室の際に受診勧
奨を行い、受診率の向上を目指します。

子ども家庭課

健診受診率
4か月児健診/98.9%
10か月児健診/98.5%
1歳6か月児健診/100%
3歳児健診/100%

健診受診率
4か月児健診/100%
10か月児健診/100%
1歳6か月児健診/100%
3歳児健診/99.1%

健診受診率
4か月児健診/99.5%
10か月児健診/99.5%
1歳6か月児健診/100%
3歳児健診/99.6%

健診受診率
4か月児健診/100%
10か月児健診/99.5%
1歳6か月児健診/99.0%
3歳児健診/100%

9 4 歯科健診の推進 虫歯になりやすい１歳６か月から３歳までの幼
児を対象に歯科健診受診の勧奨を行い、虫歯
の予防、早期発⾒、早期治療の重要性を積極
的に啓発し、幼児歯科健診の受診率の向上を
目指します。また、妊婦に対する歯科健診の受
診勧奨を進めます。

幼児歯科健診及びフッ素塗布
助成、妊婦歯科健診の実施と
受診勧奨

1歳6か月児健診及び3歳児健診時に歯科健診（集団）を実施し、2歳児に対しては
歯科医院での個別健診を実施しています。
また、フッ素塗布助成、妊婦に対する歯科健診（個別）も実施しています。
様々な機会を利用して、歯科健診の重要性を啓発し、歯科健診の受診率の向上を
目指します。

子ども家庭課

健診受診率
幼児歯科健診/70.4%
妊婦歯科健診/38.3%

健診受診率
幼児歯科健診/73.6%
妊婦歯科健診/38.5%

健診受診率
幼児歯科健診/73.28%
妊婦歯科健診/35.4%

健診受診率
幼児歯科健診/73.8%
妊婦歯科健診/31.2%

10 5 保健に関する各種
教室などの開催およ
び支援

乳幼児の親子を対象とした各種教室を開催し、
保健・健康に関する知識、技術、情報などを提
供するほか、保護者同士の交流の場とし、育児
不安の解消につなげます。

子育て教室や相談事業の実施
による知識の普及と交流の場
の提供

保健福祉センターや子育て支援センターで、離乳食教室、親子ミニサロン、育児相
談等を開催しています。
今後は、より多くの子育てに関わる方が交流できるよう、子育て支援センターを拠
点として、行事を企画していきます。

子ども家庭課

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/131人
親子ミニサロン/304人
育児相談/525人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/108人
親子ミニサロン/289人
育児相談/496人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/111人
親子ミニサロン/215人
育児相談/466人

各種教室等参加者数（延べ）
離乳食教室/80人
親子ミニサロン/０人※新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為、センター利用者に資料を２回配布す

る形へ変更

育児相談/369人

11 6 不妊・不育症に悩む
夫婦への支援の推
進

不妊・不育症治療にかかる経済的負担の軽減
を図るため、治療費等の一部を助成します。

町独自の助成事業の実施 国及び県の助成に加え、町独自で1年度上限20万円の不妊治療費の助成を行って
います。
今後、不妊治療費の保険適用への制度改正に伴い、町独自の助成事業も見直し、
支援の継続を図ります。

子ども家庭課

町独自助成件数/140件 町独自助成件数/64件 町独自助成件数/29件 町独自助成件数/41件

施策３　子育てしやすい就労環境の創出

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
12 1 事業者への啓発 町内事業者の経営支援などを行う商工会と連

携を図り、従来からの当会広報誌やパンフレッ
ト等での案内に加え、講習会や説明会等を活
用した取り組みができるよう協議します。

経営改善普及事業の実施 商工会窓口設置のパンフレットスタンドに、三重県が推進する結婚や出産等で離職
した女性の再就職をサポートする「女性の就職サポート事業」と企業の人事担当者
等を対象とした「多様で働きやすい職場づくり支援事業」のチラシを設置。また、「職
場におけるマタハラ、パタハラ防止マニュアル」や、厚生労働省発行の「中小企業
のための女性活躍推進事業」等の啓発チラシを配架し、子育ても仕事もしやすい
職場環境の啓発活動を行いました。
働き方改革が進む中、仕事と家庭生活の両立がしやすい職場環境への取り組み
は、やる気や働きがいを高揚させるとともに、職場の活性化及び生産性の向上に
大きな効果をもたらします。今後も商工会の自主活動の中で、長期的に捉え、働き
ながら子育てができるワーク・ライフ・バランスへの意識改革や女性の就業支援の
取り組みを継続して推進します。

産業課

取り組みにあたり、広報のみに限ら
ず、商工会窓口での対応及び啓発チ
ラシを配架、会員への郵送などの啓
発活動を実施。

取り組みにあたり、広報のみに限ら
ず、商工会窓口での対応及び啓発チ
ラシを配架、会員への郵送などの啓
発活動を実施。

取り組みにあたり、広報のみに限らず、商
工会窓口での対応及び啓発チラシを配
架、会員への郵送などの啓発活動を実
施。

取り組みにあたり、広報のみに限ら
ず、商工会窓口での対応及び啓発チ
ラシを配架、会員への郵送などの啓
発活動を実施。

13 2 ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

男女がともに子育てに取り組める社会を築くた
め、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）を推進するよう、家庭、地域、企業などに対
する意識啓発を進めます。

「女性の就職サポート事業」
「多様で働きやすい職場づくり
支援事業」

男女がともに子育てに取り組める社会を築くため、ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）を推進するよう、家庭、地域、企業等に対する意識啓発を進めます。

町民課 ・地域活性化雇用創造プロジェクト事
業
多様で働きやすい職場づくり支援事
業0社参加
女性の就職サポート事業：8名受講

・地域活性化雇用創造プロジェクト事
業
多様で働きやすい職場づくり支援事
業0社参加
女性の就職サポート事業：12名受講

・地域活性化雇用創造プロジェクト事業
多様で働きやすい職場づくり支援事業：2
社参加
女性の就職サポート事業：13名受講

・「女性の就職サポート事業」（オンライン）
参加者：6名
・「多様で働きやすい職場づくり支援事
業」（オンライン）
参加者：2名

　安心して出産・子育てができるよう、関係機関と連携を強化しながら、健康診査、健康相談等の母子保健事業をきめ細かく実施していくとともに、子育て家庭が自信とゆと
りを持って楽しく子育てができるよう、安心して相談や交流ができる場を提供します。

　多様化する家族形態と社会情勢の変化に対応した就労環境の整備を推進するため、事業者の労働基準法やその他の関連法令等の遵守はもとより、多様化するハラス
メント対策、ワーク・ライフ・バランス等の重要性について、周知、啓発に努めます。
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策４　児童虐待防止対策の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
14 1 児童虐待の発生予

防および早期発見と
再発防止の推進

福祉、保健、医療、教育、警察などの各関係行
政機関と住民をメンバーとした要保護児童等対
策地域協議会を中核に、児童虐待の早期発見
と迅速かつ適切な対応に継続して努めます。ま
た、児童虐待の発生予防や再発防止のため、
広域な情報の連携を継続するとともに、関係機
関における児童虐待防止に対する意識向上の
ための取り組みを進めます。

東員町要保護児童等対策地
域協議会の運営

代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を開催し、関係機関等で情報交換
や支援内容の協議を行っています。
また、県のスーパーバイザー・アドバイザー派遣事業を利用し、協議会の運営・
ケース検討についての助言を得て、改善に取り組んでいます。
ケース数が増加傾向であり、情報交換や協議を効率的に実施できるよう、運営を
見直していきます。

子ども家庭課

各種会議開催数
代表者会議/1回
実務者会議/4回
個別ケース会議/17回

各種会議開催数
代表者会議/1回
実務者会議/4回
個別ケース会議/34回

各種会議開催数
代表者会議/1回
実務者会議/4回
個別ケース会議/36回

各種会議開催数
代表者会議/1回
実務者会議/3回
個別ケース会議/27回

基本目標２　子育て・子育ちの支援の充実

施策１　多様な保育・託児サービスの充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
15 1 幼稚園・保育園の充

実
幼稚園教諭、保育士が、子どもの心身の発育・
発達に見合った適切な援助をし、自律性・自主
性を伸ばすことができるよう、幼稚園教諭・保育
士研修や指導主事研修などを通して研さんを深
め、幼児教育および保育の質を高めます。
保育園入園希望者の増加に対応するため、保
育室の拡充を検討し、幼稚園教諭、保育士の
確保に努めます。また、民間事業所による保育
事業への参入等、新たな保育サービスについ
ても検討します。

保育士・幼稚園園教諭研修、
指導主事研修

東員町の保育教育目標や16年一貫教育の理念に基づき、保育士・幼稚園教諭の
資質向上を目指し、研修の機会を設けていきます。また県教委、県立こども心身発
達医療センター、いなべ市教育研究所等が主催する各種研修会への参加、園外
研修の推進、外部講師の招聘等にも積極的に取り組んでいきます。

学校教育課

指導主事研修の実施
6/6園
職員数　正規/67人
　　　　　 フルタイム/35人

指導主事研修の実施
6/6園
職員数　正規/68人
　　　　　 フルタイム/36人

指導主事研修の実施
5/6園
職員数　正規/64人
　　　　　 フルタイム/39人

指導主事研修の実施
3/6園（コロナ感染症で自粛）
職員数　正規/68人
　　　　　 フルタイム/36人

16 2 低年齢児保育・一時
預かりなどの充実

各年齢の保育ニーズを踏まえて、低年齢児保
育を実施します。保護者のニーズにあった、新
たな保育サービスの必要性や、よりよい時間帯
について協議し、検討します。

一時保育事業 通院等の理由により、子どもの預かり先が無い保護者に一時保育を提供していま
す。

学校教育課

半日預かり　　43件
一日預かり  　23件

半日預かり　　62件
一日預かり  　29件

半日預かり　　23件
一日預かり　114件

半日預かり　　17件
一日預かり　　67件

17 3 放課後児童クラブの
充実

保護者が就労などで昼間家にいない場合、小
学校に就学している児童に適切な遊びと生活
の場を与え、その健全な育成を図るための事業
として、放課後児童健全育成事業を実施すると
ともに、支援員の資質向上に向けた取り組みを
行います。また、今後の施設整備の方向性の
見直しを検討します。

学童保育の施設の運営支援
及び整備

小学校区ごとに学童保育所を整備し、運営を父母会に委託しています。平成31年
度には児童数の増加のため、神田地区に1施設増設し、現在は町内で7つの学童
保育所が運営されています。各学童保育所に対し研修、指導、監査等を行い適正
な運営を図ります。
笹尾東地区の施設老朽化が課題となっており、計画的な整備を実施していきます。

子ども家庭課

学童保育所数/9か所
利用児童数/339人
町主催指導員研修/1回
前年度監査/8学童
上期監査/9学童（書面）

学童保育所数/8か所
利用児童数/329人
町主催指導員研修/1回
前年度監査/8学童
上期監査/8学童（書面）

学童保育所数/7か所
利用児童数/287人
町主催指導員研修/1回
前年度監査/7学童
上期監査/4学童

学童保育所数/7か所
利用児童数/274人
町主催指導員研修/1回
前年度監査/6学童
上期監査/3学童

18 4 新・放課後子ども総
合プラン*の推進

放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体
的な体制づくりと事業実施に向け、教育委員会
担当課と子育て支援担当課の連携により新・放
課後子ども総合プラン*の推進に努めます。

放課後児童クラブと放課後子
ども教室の一体的な事業実施
に向けた検討

現在は放課後子ども教室が実施できていません。
放課後児童クラブとの一体的実施に向け、実施施設や運営スタッフの確保等が課
題であり、事業内容の必要性を検討し、効果的な実施体制の構築を目指します。

子ども家庭課
学校教育課
社会教育課 ― ― ― ―

19 5 ファミリー・サポート・
センターの運営

仕事と子育ての両立を推進するため、「育児の
手助けができる人」と「育児の手助けが必要な
人」を結びつけるファミリー・サポート・センター
を運営します。

ファミリー・サポート・センター
の運営支援

地域の保育園・学童保育所への送迎、休日の預かりを実施しています。学童保育
所や小学校を通じ、援助会員・依頼会員・両方会員を募集するとともに、会員への
養成講座の受講を勧め、制度の周知と会員の確保に努めています。
育児支援の必要性は増加していますが、それに対応できる援助会員の確保が課
題となっています。地域における子育ての必要性を啓発し、会員確保に努めます。

子ども家庭課

依頼会員数/78人
援助会員数/67人
両方会員数/9人

依頼会員数/73人
援助会員数/94人
両方会員数/17人

依頼会員数/125人
援助会員数/114人
両方会員数/22人

依頼会員数/135人
援助会員数/159人
両方会員数/32人

　児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援、再発防止を適切に行うため、関係機関や地域との連携強化に取り組みます。

　利用者の多様なニーズを十分に踏まえてサービスの提供体制を整備し、地域の実情に応じたきめ細やかな保育サービスをより一層充実するとともに、保護者の⽤事や
病気、仕事やリフレッシュの時に子どもを預けることのできるサービスを確保します。
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策２　子育て家庭への支援サービスの充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績

児童手当の他、子育て家庭へ
の給付金の支給

児童手当は、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を
養育している方を対象に、生活の安定や児童の健やかな成長に資することを目的
として支給しています。令和2年度には、新型コロナウイルス感染症の影響による
経済的負担軽減を図るため、国の給付金に加え、町の独自給付金を支給し、子育
て世帯を支援しました。
令和3年度に制度改正が予定されており、町民への周知を進め、円滑な制度移行
を図ります。

子ども家庭課

児童手当
支給対象児童数/3,355人
支給金額/441,775,000円
子育て世帯への特別給付金（国庫事
業）
（ひとり親世帯以外分）
支給児童数/176人
支給金額/8,800,000円

児童手当
支給対象児童数/3,408人
支給金額/449,065,000円
子育て世帯への特別給付金（国庫事
業）
支給児童数/177人
支給金額/10,450,000円

児童手当
支給対象児童数/3,462人
支給金額/453,770,000円
子育て世帯への特別給付金（国庫事業）
支給児童数/4,358人
支給金額/428,550,000円

児童手当
支給対象児童数/3,471人
支給金額/452,775,000円
子育て世帯臨時特別給付金（国庫事業）
支給児童数/3,577人
支給金額/35,770,000円
子育て支援臨時特別給付金（町単独事
業）
支給児童数/3,589人
支給金額/39,870,000円

子どもの医療費を助成 子ども医療費助成は、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）
の子どもの保健の向上をもって福祉の増進を図るため、対象者に医療費を助成
（未就学児は県内医療機関に限り現物給付）しています。
今後も継続して実施し、福祉の増進を図ります。
また、安定した制度運営のため、県の財政支援について拡充を求めて行きます。

保険年金課

子ども医療費助成
受給者数/3,318人
助成金額/103,596,771円

子ども医療費助成
受給者数/3,396人
助成金額/87,939,515円

子ども医療費助成
受給者数/3,421人
助成金額/82,301,673円

子ども医療費助成
受給者数/3,425人
助成金額/70,071,445円

就学援助事業 学校を通じて、全世帯に事業の周知を行い、必要な世帯には、就学に必要な費用
の一部を援助しています。

学校教育課 小学生　153人（10.4％）
中学生　100人（13.5％）
＊（）は、全児童数に占める割合

小学生　144人（9.7％）
中学生　　92人（12.7％）
＊（）は、全児童数に占める割合

小学生　142人（9.6％）
中学生　　83人（11.5％）
＊（）は、全児童数に占める割合

小学生　137人（9.4％）
中学生　　67人（9.4％）
＊（）は、全児童数に占める割合

健診結果などで要経過観察と
なった子どもに対する教室や
個別相談事業の実施

健診結果などで、発達に支援が必要な幼児を把握し、心理士における個別相談事
業や、集団での療育教室等を開催して、母子の状況や発達を確認しながら必要な
支援につなげています。
支援が必要な幼児が増加しており、それに対応できるよう事業内容の見直しを行っ
ていきます。

教室、相談事業利用者数（延べ）
わくわくひろば/　9組
にこにこひろば/　63人
親子相談/　52人

教室、相談事業利用者数（延べ）
わくわくひろば/　6組
にこにこひろば/　46人
親子相談/　72人

教室、相談事業利用者数（延べ）
わくわくひろば/　10組
にこにこひろば/　55人
親子相談/　41人

教室、相談事業利用者数（延べ）
わくわくひろば/　13組
にこにこひろば/　49人
親子相談/　30人

あすなろ学園が開発した
「CLM」を用いた巡回研修の実
施

「CLM巡回研修」を幼稚園・保育園で前期・後期に分けて実施しています。研修で
は対象とした各園の園児に対し「個別の指導計画」を立て、その実践、結果を共有
します。
各園に置かれたCLM推進委員が中心となって、個々の児童に対して適切な支援が
行われるよう取り組んでいます。
今後も、研修内容を理解、実践できる職員を増やし、支援の充実を図ります。

ＣＬＭ巡回研修開催数/　12回
ＣＬＭ推進委員会開催数/　3回

ＣＬＭ巡回研修開催数/　12回
ＣＬＭ推進委員会開催数/　2回

ＣＬＭ巡回研修開催数/　18回
ＣＬＭ推進委員会開催数/　3回

ＣＬＭ巡回研修開催数/　12回
ＣＬＭ推進委員会開催数/　3回

特別児童扶養手当・障害児福
祉手当の申請・相談

重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護が必要である20歳未満
の在宅の人に支給される障害児福祉手当の認定申請などの窓口手続きを行って
います。
身体や精神に障害のある20未満の在宅の児童の福祉の増進を図るため、児童の
養育者に支給される特別児童扶養手当の認定申請などの窓口手続きを行ってい
ます。
今後も、この制度についての啓発、周知に努めます。

地域福祉課

特別児童扶養手当
受給者数
1級/　22人 (4) 　＊（）は、うち停止中
2級/　59人（1）　＊（）は、うち停止中
障害児福祉手当
受給者数　/17人

特別児童扶養手当
受給者数
1級/　23人 (3) 　＊（）は、うち停止中
2級/　57人（1）　＊（）は、うち停止中
障害児福祉手当
受給者数　/19人

特別児童扶養手当
受給者数
1級/　23人 (4) 　＊（）は、うち停止中
2級/　57人（2）　＊（）は、うち停止中
障害児福祉手当
受給者数　/20人

特別児童扶養手当
受給者数
1級/　24人 (4) 　＊（）は、うち停止中
2級/　46人（3）　＊（）は、うち停止中
障害児福祉手当
受給者数　/17人

障がい者の医療費を助成 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けた方、知的障がい者と判定された方
のうち知能指数が70以下の方、療育手帳判定区分表に定める障害程度「軽度」に
該当する方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方の保健の向上をもっ
て福祉の増進を図るため、対象者に医療費を助成（未就学児は県内医療機関に限
り現物給付）しています。
今後も継続して実施し、福祉の増進を図ります。
また、安定した制度運営のため、県の財政支援について拡充を求めて行きます。

保険年金課

障がい者医療費助成
受給者数/398人
助成金額/49,383,112円

障がい者医療費助成
受給者数/411人
助成金額/52,746,705円

障がい者医療費助成
受給者数/435人
助成金額/53,711,053円

障がい者医療費助成
受給者数/450人
助成金額/53,449,284円

幼稚園・保育園の園児を対象
とした療育教室の実施

保育支援員の付いている3歳児を対象に園に出向き出前療育を実施し、4歳児・5
歳児には小集団の集団療育や、個別療育教室を開催しています。
今後も、園での療育教室を実施するなかで、幼稚園・保育園職員及び保育支援員
の人材を育成し、保護者支援の充実を図っていきます。

子ども家庭課
各種教室開催数及び対象児童数
出前療育/　45回（77人）
集団療育/　36回（115人）
個別療育/　30回（41人）

各種教室開催数及び対象児童数
出前療育/　40回（100人）
集団療育/　42回（108人）
個別療育/　12回（24人）

各種教室開催数及び対象児童数
出前療育/　32回（75人）
集団療育/　36回（146人）
個別療育/　12回（24人）

各種教室開催数及び対象児童数
出前療育/　20回（32人）
集団療育/　36回（110人）
個別療育/　6回（6人）

児童発達支援・放課後等デイ
サービスの実施

事業所において、障がいのある子どもが、日常生活における基本的な動作の指
導、生活能力向上のための必要な訓練及び集団生活への適応訓練等を継続的に
受けることにより、障害児の成長を支援しています。
今後も利用の促進を図るため、制度の周知に努めます。

地域福祉課
実利用者数/　124人
（内訳）
児童発達支援　42人
放課後等デイサービス　82人

実利用者数/　91人
（内訳）
児童発達支援　22人
放課後等デイサービス　69人

実利用者数/　75人
（内訳）
児童発達支援　14人
放課後等デイサービス　61人

実利用者数/　73人
（内訳）
児童発達支援　17人
放課後等デイサービス　56人

発達に心配のある子どもとそ
の保護者を対象とした学習会
や交流会の実施

集団での遊びや保護者相談を行うとともに、心理士による学習会などを実施し、保
護者同士の交流を促し子どもへの支援に努めています。
日常生活における具体的な支援につなげることができるよう、事業内容を充実して
いきます。

子ども家庭課

教室等開催数
のびのび教室/　7回

教室等開催数
のびのび教室/　7回

教室等開催数
のびのび教室/　5回

教室等開催数
のびのび教室/　5回

短期入所（ショートステイ）の実
施

居宅において、その介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等
へ短期間入所し、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行っています。
今後も利用の促進を図るため、制度の周知に努めます。

地域福祉課

実利用者数/　 5人 実利用者数/　 6人 実利用者数/　 20人 実利用者数/　2人

子ども家庭課2 支援を必要とする子
どもの早期発⾒・早
期支援の充実

乳幼児健診の重要性を周知し、発達に心配の
ある子どもを見極め、早期の療育*や専門機関
へつなぐ支援を継続します。特別児童扶養手当
の申請・相談や障がい者医療費助成を継続し
て実施します。

20

21

22

23

1 経済的負担の軽減 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、
児童手当の支給、子ども医療費助成、就学援
助制度*を継続して実施します。

　各種手当等の経済的支援を行うとともに、さまざまな困難を抱えた家庭が自立し、安定した生活を送ることができるよう、保護者や子どもの生活支援、保護者の就労支援
などの充実に努めます。また、特別な支援を必要とする子どもが豊かな地域生活を送ることができるよう、個々の発達の状況に応じたサポート体制を充実させます。

3 療育*事業の充実 集団や個別による療育*教室を実施し、発達に
心配のある子どもの日常生活における基本的
な動作の指導、集団⽣活への適応力向上のた
めのプログラムを継続して実施します。また、小
学生を対象とした療育*を実施し、途切れのな
い支援を行います。
また、発達の障がいを含め、障がいのある子ど
もに対して、児童発達支援*や放課後等デイ
サービス*の提供を行い、日常生活や集団生活
の訓練等の支援を行います。

4 保護者へのフォロー 障がいのある子どもが健やかに育つことのでき
るよりよい環境づくりのため、家族に対し、関係
する職員が連携し、支援が途切れることがない
ように精神的な疲労緩和となる支援や日常生
活における具体的支援方法の助言を行いま
す。
障がいのある子どもが健やかに育つことのでき
るよりよい環境づくりのため、家族に対し、精神
的な疲労緩和となる支援として、短期入所
（ショートステイ）*の提供や日常生活における
具体的支援と助言を行います。

4



第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績

児童扶養手当やひとり親家庭
への資金貸付等の受付業務
の実施

ひとり親家庭に支給される児童扶養手当の受付業務を行っています。また、ひとり
親家庭の子どもの修学資金貸付等相談を、北勢福祉事務所母子・父子自立支援
員と連携を取って行っています。
ひとり親家庭等日常生活支援事業について利用実績がありません。支援員の確保
と事業周知を行い、必要とされる方へ支援が行き届くよう努めていきます。

子ども家庭課 児童扶養手当受給資格者数/189人
　（内訳）全部支給/70人
　　　　　　一部支給/76人
　　　　　　全部停止/35人
　　　　　　支給差し止め/8人
母子父子寡婦福祉資金貸付申請受
付/0人
ひとり親家庭等日常生活支援事業利
用件数/0件

児童扶養手当受給資格者数/193人
　（内訳）全部支給/68人
　　　　　　一部支給/77人
　　　　　　全部停止/40人
　　　　　　支給差し止め/8人
母子父子寡婦福祉資金貸付申請受
付/0人
ひとり親家庭等日常生活支援事業利
用件数/0件

児童扶養手当受給資格者数/177人
　（内訳）全部支給/67人
　　　　　　一部支給/68人
　　　　　　全部停止/37人
　　　　　　支給差し止め/5人
母子父子寡婦福祉資金貸付申請受付/1
人
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用
件数/0件

児童扶養手当受給資格者数/176人
　（内訳）全部支給/61人
　　　　　　一部支給/80人
　　　　　　全部停止/35人

母子父子寡婦福祉資金貸付申請受付/0
人
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用
件数/0件

ひとり親の医療費を助成 20歳未満の子どもを監護している母子・父子家庭の親子及び父母のいない児童の
保健の向上をもって福祉の増進を図るため、対象者に医療費を助成（未就学児は
県内医療機関に限り現物給付）しています。
今後も継続して実施し、福祉の増進を図ります。
また、安定した制度運営のため、県の財政支援について拡充を求めて行きます。

保険年金課

一人親家庭等医療費助成
受給者数/475人
助成金額/15,443,855円

一人親家庭等医療費助成
受給者数/466人
助成金額/14,250,904円

一人親家庭等医療費助成
受給者数/489人
助成金額/13,102,896円

一人親家庭等医療費助成
受給者数/454人
助成金額/11,573,397円

短期入所生活援助事業
（ショートステイ事業）の実施

桑名市内(1か所)及び四日市市内(1か所)の児童養護施設と委託契約を結び、短期
入所生活援助事業を実施しています。
現状、利用者は少なく、必要とする家庭に情報が伝わるよう、関係機関や住民に対
し周知を行っていきます。

短期入所生活援助事業利用件数/0
件

短期入所生活援助事業利用件数/0
件

短期入所生活援助事業利用件数/0件 短期入所生活援助事業利用件数/1件

養育支援訪問事業の実施 養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、子ども家庭課の保育士または
保健師が訪問し、養育に関する相談、指導、助言等必要な支援を行っています。
現状の職員体制で可能な範囲で事業を実施していますが、支援が必要となる家庭
の増加に伴い、実施体制を拡充していきます。 養育支援訪問事業利用件数/16件

（のべ）
養育支援訪問事業利用件数/15件
（のべ）

養育支援訪問事業利用件数/20件（の
べ）

養育支援訪問事業利用件数/23件（延
べ）

26 「子どもの貧困計画」策定に向
けた検討

子育て支援における経済的支援については、子ども・子育て支援事業計画に基づ
き取り組みを進めています。
令和元年6月に努力義務化された子どもの貧困対策を総合的に推進するための計
画について、子ども・子育て支援事業計画策定に合わせ、内容を検討していきま
す。

子ども家庭課

― ― ― ―

子どもの学習・生活支援事業
の実施

県と連携し、経済的な理由で学習支援が必要と認められる世帯の子どもに対して、
学習の場を提供しています。
今後も、県、関係機関等と連携し、必要な支援を行います。

地域福祉課

利用者数/　2人 利用者数/　2人 利用者数/　2人 利用者数/　1人

生活困窮者自立相談支援事
業（三重県社会福祉協議会の
受託事業）を活用した支援
東員町生活困窮者自立支援
食糧提供事業の実施

失業した方や低収入の方、一人親で生活にお困りの子育て中の方の生活状況を
聞き取り、世帯が安心して生活し、また、自立できるよう1人ひとりに応じた支援をし
ます。今後も、1人ひとり丁寧に状況を聞き取り、生活の維持及び再建、自立に向
けたきめ細やかな相談対応を行い、対象者とともに最もよい生活再建を支援しま
す。

社会福祉協
議会

ひとり親世帯相談・支援件数/59件
（実人数4人）

ひとり親世帯相談・支援件数/168件
（実人数5人）

ひとり親世帯相談・支援件数/112件
（実人数10人）

ひとり親世帯相談・支援件数/114件
（実人数11人）

子ども家庭課

5 ひとり親家庭等の自
立の促進

ひとり親家庭等の自立を促すとともに子どもの
健全育成を図るため、母子・父子自立支援員や
母子寡婦福祉会と連携して相談体制を充実さ
せつつ、就労支援に努めます。また、養育支援
体制を充実し、児童扶養手当の申請・相談や一
人親家庭等医療費助成を継続して実施します。

25

24

6 一時的な養育困難
家庭等への支援

保護者の病気などで、子どもの⾯倒をみること
が困難になったときに、児童養護施設等で子ど
もを泊りがけで預かる「短期入所生活援助事業
（ショートステイ事業）*」について、広域的な対
応を継続します。
また、出産後間もない時期の保護者や出産前
に特に支援が必要と認められる妊婦、子育てを
行うために支援が必要でありながら、さまざまな
理由によって子育てのサービスが利用できない
家庭に対し、子育てについての専門的な相談
や助言等の支援を行う「養育支援訪問事業」を
実施します。また、多胎児支援についても検討
します。

表に出にくい貧困世帯への支援について、関係
機関と連携し、貧困家庭の自立に向けた取り組
みを進めます。また、「子どもの貧困計画*」の
策定に向けて検討します。

7 貧困家庭への支援

5



第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策３　相談・情報提供体制の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
27 1 子育て支援センター

の充実
地域の子育て支援の中核である子育て支援セ
ンターの機能の充実を図り、育児不安解消のた
めの相談・助言・指導をはじめ、家庭で子育てし
ている保護者への子育て支援に関する情報提
供を行います。また、子育て支援センターの狭
小による乳児の受け入れの制限の改善と利用
しやすい場所への移設や事業内容の見直しを
行うなど、魅力的な子育て支援センターづくりに
向けて取り組みます。

子育て支援センター（地域子育
て支援拠点事業）の運営

町内では、ふれあいセンター内の1か所で子育て支援センターを運営しています。
町内に在住する生後3か月以上の未就園児とその保護者に対し、自由に利用でき
る交流の場を提供しています。
施設の立地面を改善するため、令和2年度に移設を行いました。
利用者に必要な支援を把握し、事業内容の見直しを行っていきます。

子ども家庭課

利用者数（組数）/　15,886人（6,888
組）

利用者数（組数）/　14,551人（6,416
組）

利用者数（組数）/　10802人（4789組） 利用者数（組数）/　5488人（2615組）

子育て世代包括支援センター
における相談事業の実施

令和2年10月から子ども家庭課内に子育て世代包括支援センターを設置し、母子
保健型の利用者支援事業実施しています。令和3年4月からは子育て支援センター
内で基本型の利用者支援事業を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子
保健、育児等の相談に関することを一体的に実施します。

相談件数（延べ）/　1214件 相談件数（延べ）/　1,503件 相談件数（延べ）/　954件 相談件数（延べ）/　796件

子ども家庭総合支援拠点にお
ける相談事業の実施

要保護児童等対策地域協議会を中核として、児童虐待の発生予防及び早期発見
と再発防止に取り組んでいますが、令和3年10月には全ての子どもとその家庭等
の総合的な相談・支援の拠点となる子ども家庭総合支援拠点を設置できるよう準
備を進めています。
子育て世代包括支援センターと一体的に実施することで、途切れのない支援を提
供していきます。

相談件数/65件 相談件数/71件 相談件数/76件 相談件数/75件

発達支援室における相談事業
の実施

発達が気になる子どもの相談事業として、保護者、園、小中等からの相談に随時
対応しています。心理士による発達相談・発達検査、作業療法士・言語聴覚士によ
る言語相談・検査を実施しています。
利用希望者の増加に対応できるよう、相談体制の充実に努めていきます。

相談件数（延べ）/　件
発達相談/　41回（76人）
言語相談/　14回（39人）

相談件数（延べ）/　件
発達相談/　41回（73人）
言語相談/　14回（38人）

相談件数（延べ）/　件
発達相談/　39回（73人）
言語相談/　12回（33人）

相談件数（延べ）/　件
発達相談/　40回（73人）
言語相談/　12回（31人）

教育相談、巡回相談の実施 教育相談は、総合文化センターにおいて、公認心理師による相談を行います。巡
回相談は保幼小中の要請に応じ、臨床心理士が訪問し、児の観察や指導者への
助言を行います。

学校教育課
教育相談　101回/年
巡回相談　100回/年

教育相談    98回/年
巡回相談　100回/年

教育相談　92回/年
巡回相談　81回/年

教育相談　83回/年
巡回相談　79回/年

基幹相談支援事業の実施 日常生活や社会生活を、地域で安心して営むことができるよう、障害のある人及び
家族等からの相談等に応じ、必要な情報の提供及び支援を実施しています。
相談者の増加に対応できるよう、相談体制の整備に努めていきます。

地域福祉課

相談件数/　16,031件 相談件数/　13,938件 相談件数/　10,567件 相談件数/　7,897件

広報とういんと町ホームページ
で情報発信

妊娠、出産、幼児検診など子育て情報を掲載しました。広報とういんはポスティング
により希望する全ての世帯に配布できるよう取り組んでいます。
引き続き子育て世代が子育て情報を適切な時期に取得できている状態を目指しま
す。

政策課
広報とういん発行部数/123,000部
ホームページアクセス数/140,512件
*
＊令和6年度から、Google Analytics
からの抽出に変更

広報とういん発行部数/121,500部
ホームページアクセス数/836,181件

広報とういん発行部数/119,100部
ホームページアクセス数/476,346件

広報とういん発行部数/118,800部
ホームページアクセス数/616,420件

母子手帳アプリによる情報発
信

母子手帳アプリの利用を啓発し、子育てに関する情報の提供を行います。
アプリの通知機能やオンライン相談などの機能を拡張し、より多くの情報を提供で
きるよう魅力ある内容に拡充して、利用者の増加を目指します。

子ども家庭課
R5年度新規
母子手帳アプリ登録件数/453件

R3.6.1導入
母子手帳アプリ登録件数/558件

R3.6.1導入
母子手帳アプリ登録件数/292件

R3から導入予定のため
母子手帳アプリ登録件数/0件

社協広報誌、ホームページ、
Facebook、施設への掲示によ
る情報発信

子育て支援ネットが行うイベントの案内や開催したイベントの様子を社協ホーム
ページ、Facebook、社協広報誌に掲載しています。また、子育て支援センターや他
の機関にポスターを掲示しています。今後も、子育て中の親子が情報を得られるよ
うに積極的に発信します。

社会福祉協
議会 社協広報誌：年2回発行

HP,FB：随時更新
施設への掲示：随時

社協広報誌：年2回発行
HP,FB：随時更新
施設への掲示：随時

社協広報誌：年2回発行
HP,FB：随時更新
施設への掲示：随時

社協広報誌：年に4回発行
ホームページ、Facebook：随時更新
施設への掲示：随時

子ども家庭課

3 情報提供の充実

28

29

　子育てや教育について、身近なところで相談しやすい環境を整備するとともに、専門的または深刻な相談にも対応できるような相談窓口の体制の充実を図ります。また、
必要な時に必要な情報を迷うことなく受け取れるよう、利用者支援の窓口を整備するとともに、子育てに関する情報をきめ細かく届けるために、印刷物だけでなく、ホーム
ページやメール配信などを活用し、常に新しい情報を発信していきます。

子育て中の親子が適切にサービスを利用でき
るよう、広報紙やホームページなどの情報メ
ディアを通じて、子育て支援に関するサービス
などの情報提供を推進します。

2 相談体制の充実 妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談・支
援を行う「子育て世代包括支援センター*」とす
べての子どもとその家庭等の総合的な相談・支
援の拠点となる「子ども家庭総合支援拠点*」を
設置し、母子保健施策と子育て支援施策との一
体的な提供を通じて、支援を必要とする子ども
や妊婦の早期発見、妊産婦およびすべての子
どもとその家庭に対する途切れのない支援を実
施します。
また、保護者が安心して子育てができるよう、園
や学校など身近な場所での相談のほか、育児
相談や発達相談、言語相談、教育相談など専
門的な相談の利用促進を図ります。障がいの
ある子どもと保護者が地域で安心して生活でき
るよう、基幹相談支援センター*による支援を行
います。

6



第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策４　子育て家庭を中心とした交流連携事業の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
30 1 子育てサークルへ

の支援
親子同士で自由に遊んだり、情報交換をした
り、悩みなどを相談し合う子育てサークルなど、
保護者同士の自主的な活動団体に対して、活
動場所の提供を行います。

子育て支援団体の活動の場の
提供

親子同士で自由に遊んだり、情報交換をしたり、子育てについての悩みなどを相談
し合うことができるように活動場所を提供しています。

社会福祉協
議会

のびのび遊び場の開催
開催日時：令和5年4月19日(水)14時～16時
場所：イオンモール東員2Fイオンホール
参加人数：のべ121名

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

子育て応援ルームの実施。
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、応援ルームは4/1～6/10、6/22～
7/13、7/29～中止

31 2 保育園・幼稚園の園
庭開放

保育園・幼稚園の園庭を開放し、未就園児やそ
の保護者の交流の場とし、子育ての仲間づくり
の機会として提供します。なお、実施にあたって
は、各園独自の取り組みを充実させます。

未就園児の親子を対象に、各
園において「ちびっこ広場」を
開催

主に室内において、遊具や玩具での遊びや、読み聞かせ、全体遊び等行っていま
す。

学校教育課

「ちびっこ広場」の開催
6/6園

「ちびっこ広場」の開催
6/6園 新型コロナの影響により中止 新型コロナの影響により中止

子育て支援センターの利用促
進

町内では、ふれあいセンター内の1か所で子育て支援センターを運営しています。
町内に在住する生後3か月以上の未就園児とその保護者に対し、自由に利用でき
る交流の場を提供しています。
施設の立地面を改善するため、令和2年度に移設を行いました。
利用者に必要な支援を把握し、事業内容の見直しを行っていきます。

子ども家庭課

利用者数（組数）/　15,886人（6,888
組）

利用者数（組数）/　14,551人（6,416
組）

利用者数（組数）/　10802人（4789組） 利用者数（組数）/　5488人（2615組）

プレールームの利活用 図書館の開館日、開館時間に合わせて、乳幼児の親子に開放し、親同士のコミュ
ニケーションや子どもの感性と成長を育むための場を提供しています。

社会教育課

読み聞かせ会参加者数/553人 読み聞かせ会参加者数/379人 読み聞かせ会の利用者数318人
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、4月から12月まで閉鎖。R3.1月から再
開。利用者数/71人

子育て応援ルームの実施 未就園児のお子さんやその保護者、マタニティの方が、自由に交流できる場とし
て、東員子育て支援ネットが子育て応援ルームを運営しています。

社会福祉協
議会

子育て支援ほっと
※中止

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

開催日：毎週月・水曜日
開催実施日：6/15：8名、6/17：7名
　　　　　　　　　7/15：7名、7/22：6名
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め上記以外中止。

施策５　幼児教育・障がい児教育の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
33 1 地域性を生かした園

づくりの推進
各園の独創性のある教育により、園児の情緒
豊かな成長を促すとともに、３年保育を通して、
園児一人ひとりの成長に応じたきめ細かな教育
に努めます。各園の取り組みについて、積極的
に情報公開していくことにより、保護者との信頼
関係の構築と地域に開かれた園づくりを推進し
ます。

保育参観、読み聞かせ講演
会、運動プログラム研修会、食
育講演会、園だより等の発行、
全保護者による園評価の実施

保育参観、読み聞かせ講演会、運動プログラム研修会、食育講演会などを実施、
園だより・クラスだより・個人だよりの発行、全保護者による園評価を実施していま
す。

学校教育課
保育参観実施
6/6園
講演会・研修会実施
6/6園
園評価実施
6/6園

保育参観実施
6/6園
講演会・研修会実施
6/6園
園評価実施
6/6園

保育参観実施
6/6園
講演会・研修会実施
0/6園（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止）
園評価実施
6/6園

保育参観実施
6/6園
講演会・研修会実施
0/6園（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止）
園評価実施
6/6園

34 2 小学校との連携強
化

幼稚園児や保育園児が小学生と交流する機会
や、小学校の教職員や地域住民との交流を充
実させることで、子どもの社会性を育みます。ま
た、幼稚園と保育園から小学校への円滑な移
行・接続を図るため、両者の連携を密にした総
合的な指導体制の構築に努めます。

保育園・幼稚園と小学校の連
携の推進

新幼稚園教育要領及び新保育所保育指針に基づいたカリキュラムにより、幼保一
体となった交流保育を行い、育ちや学びの連続性をふまえた保育・教育の充実を
めざします。また、幼保小連携については、「小1プロブレム」解消に向けて、保育
者と教師の合同研修や、園児が小学校で授業体験を行う等に取り組んでいきま
す。

学校教育課

幼保小合同研修、園児の交流の実
施
6/6園

幼保小合同研修、園児の交流の実
施
6/6園

幼保小合同研修、園児の交流の実施
6/6園

幼保小合同研修、園児の授業体験等の
実施
0/6園（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止）

保育支援員に対する発達支援
に関する研修会の実施

小学校の特別支援教育担当者・学習支援員、保育園の保育支援員に対する研修
会を実施しています。
保育支援員・教諭の確保を検討するとともに、一層の資質の向上を図っていきま
す。

子ども家庭課
学校教育課 研修会参加者数（延べ）

支援員学習会/ 65人
特別支援教育担当者研修会/　57人

研修会参加者数（延べ）
支援員学習会/ 62人
特別支援教育担当者研修会/　50人

研修会参加者数（延べ）
支援員学習会/ 70人
特別支援教育担当者研修会/　60人

研修会参加者数（延べ）
支援員学習会/ 0人（中止のため）
特別支援教育担当者研修会/　80人

支援の必要な園児に対し、保
育支援員を配置する

園、保健師、発達支援室の情報を基に、会議を開催し、適切な支援員配置を行い
ます。

学校教育課
保育支援員35名 保育支援員32名 保育支援員　28名 保育支援員　27名

32

35

　幼児期からの子どもの発達や学習の連続性を重視し、3 感（基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感）を育み、生きる「意欲」を高める取り組みを推進します。そのため
に、「確かな学力*」「豊かな心」「健やかな体」の３つの「生きる力*」をバランスよく育む教育環境を整備するとともに、16 年一貫教育プラン*に基づく本町の特徴を生かした
教育を推進します。また、小学校生活への円滑な接続をめざした共通の見通しが持てるよう幼稚園・保育園・小学校の連携を強化し、障がいのある子どもを含めたすべて
の子どもの幼児教育・保育から小学校教育へ滑らかな接続を図り、連続した育ちと学びを支援する教育体制づくりを進めます。

特別な支援を行う職員や支援員の資質向上を
図るため、学習会や交流会を実施し、一人ひと
りのニーズに合わせた障がい児教育および保
育を推進します。

3 支援を必要とする子
どもの教育・保育の
充実

　子育て家庭が地域で孤立することのないよう、子育ての仲間づくりを支援するとともに、身近な地域で子育て家庭の交流、相談支援の拠点となる場づくりを推進します。

3 気軽に集える場づく
り

身近な地域で乳幼児の親子が気軽に集まり、
交流を図ることができるよう、子育て支援セン
ターや総合文化センター内の「プレイルーム」、
ふれあいセンターでの「子育て応援ルーム」な
どを有効活用した場の提供に努めます。

7



第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

基本目標３　親と子の健康づくりの促進

施策１　思春期からの保健対策の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
36 1 心身の発達や健康

に関する知識・情報
の提供

思春期の身体的・精神的な健康を増進し、健康
に対する理解を通して、自らの健康を大切にす
る意識を育てるため、学校と家庭の連携を深
め、心身の発達や健康に関する正しい情報を
適切に提供するとともに、健康教育を推進しま
す。

心身の発達や健康について理
解を深めるための保健体育・
理科等の授業

保健安全教育・指導を推進し、保健体育や理科の授業において、人の身体に関す
る内容を発達段階に応じて指導しています。発育測定（年間３回）、体力テストを全
校で実施し、体力・健康の両面で自身の成長について興味関心を持つようにしてい
ます。

学校教育課
発育測定実施
8/8校
体力調査実施
8/8校

発育測定実施
8/8校
体力調査実施
8/8校
（コロナ感染症により規模縮小して実
施）

発育測定実施
8/8校
体力調査実施
8/8校
（コロナ感染症により規模縮小して実施）

発育測定実施
8/8校
体力調査実施
8/8校
（コロナ感染症により規模縮小して実施）

子育て世代包括支援センター
における相談事業の実施

令和2年10月から子ども家庭課内に子育て世代包括支援センターを設置し、母子
保健型の利用者支援事業実施しています。令和3年4月からは子育て支援センター
内で基本型の利用者支援事業を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子
保健、育児等の相談に関することを一体的に実施します。

子ども家庭課

相談件数（延べ）/　1214件 相談件数（延べ）/1,503件 相談件数（延べ）/954件 相談件数（延べ）/796件

スクールカウンセラーの活用 スクールカウンセラー活用事業（国・県）により、校区ごとにカウンセラー（SC）を配
置しています。SCの活用により、配慮を必要としたり、不安を抱えたりする児童生
徒やその保護者への支援を推進します。

学校教育課 SC活用・設置校　8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　288件
　中学校　274件

SC活用・設置校　8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　262件
　中学校　302件

SC活用・設置校　8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　229件
　中学校　285件

SC活用・設置校　8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　243件
　中学校　187件

中学生を対象とした性教育に
関する講演会の実施

地域の産婦人科医療機関と連携して、中学生を対象とした講演会を実施していま
す。
学校教育課と連携し、効果的な実施を図ります。
また、小学校での実施についても検討していきます。

子ども家庭課
講演会開催回数
中学校2年生/2校
小学校4年生/6校

講演会開催回数
中学校2年生/2校
小学校4年生/6校

講演会開催回数
中学校/0　回
※新型コロナウイルス感染症により中止

講演会開催回数
中学校/0　回
※新型コロナウイルス感染症により中止

男女共生に関する取組、性的
マイノリティに関する授業、薬
物乱用防止教室

学校の教育活動を通じて、性に関する正しい健全な意識づくり、各種感染症の予
防、エイズに関する指導を含む性教育、喫煙や薬物等の有害性に関する学習など
を行い、正しい知識と行動力を身につけ、健全な生活環境づくりを構築することを
めざします。

学校教育課
男女共生・性的マイノリティ・薬物乱
用等の学習実施
8/8校

男女共生・性的マイノリティ・薬物乱
用等の学習実施
8/8校

男女共生・性的マイノリティ・薬物乱用等
の学習実施
8/8校

男女共生・性的マイノリティ・薬物乱用等
の学習実施
8/8校

施策２　食育の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
39 1 子どもの食育の推

進
子どもや保護者の食・健康への関心を高め、
「食べる楽しさ」を伝え、健全な食生活を営むこ
とができるよう、さまざまな機会を通じて食生活
の大切さの意識啓発を行います。

離乳食教室等の実施 幼児の月齢に応じ、前期と後期に分けて、離乳食と子どもの健康に関する知識を
学ぶ教室を実施しています。
子どもの健康には健全な食生活が重要であり、啓発や相談の機会を増やし、事業
の充実を図っていきます。

子ども家庭課

離乳食教室開催数/　12回
親子ミニサロン栄養講座開催数/2回

離乳食教室開催数/　12回
親子ミニサロン栄養講座開催数/2回

離乳食教室開催数/　11回（新型コロナウ
イルス感染症により開催回数減少）
親子ミニサロン栄養講座開催数/3回

離乳食教室開催数/　9回（新型コロナウ
イルス感染症により開催回数減少）
親子ミニサロン栄養講座開催数/０回
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、センター
利用者に資料を２回配布する形へ変更

給食担当者会議の実施 給食実施月に月1回の給食担当者会議を行い、献立等の検討・反省を行っていま
す。また、栄養教諭による食育指導を計画的に行います。

教育総務課
給食担当者会議／年11回 給食担当者会議／年11回 給食担当者会議／年11回 給食担当者会議／年11回

食育担当者会議、栄養教諭等
による給食・食育指導

子どもたちに良い給食が提供できるよう毎月の給食担当者会議において、献立等
の検討・反省を行っています。食育担当者会議を開催し、栄養教諭等による給食・
食育指導を全学級で実施しています。その他に生活習慣調べ、生活習慣作り学習
会、食育全体計画の作成、みえ地物一番給食の日や朝食メニューコンクールに参
加していきます。

学校教育課 給食担当者会、食育担当者会を開催
給食・食育指導実施
8/8校
給食の日やコンクールへの参加校
8/8校

給食担当者会、食育担当者会を開催
給食・食育指導実施
8/8校
給食の日やコンクールへの参加校
8/8校

給食担当者会、食育担当者会を開催
給食・食育指導実施
8/8校
給食の日やコンクールへの参加校
8/8校

給食担当者会、食育担当者会を開催
給食・食育指導実施
8/8校
給食の日やコンクールへの参加校
6/8校

41 3 「弁当の日」の実施 食への興味・関心を高め、「生きる力*」を育成
するため全小学校6 年生が自分で作る弁当の
日（年3回）を実施します。

弁当の日の取組 全小学校６年生で年間３回弁当の日に取り組み、児童の食を通した自主性・自立
性を高め、食に関心を持つ機会としています。また、中学校でも校外学習等で「弁
当作り」を継承していきます。

学校教育課
弁当の日実施
8/8校

弁当の日実施
8/8校

弁当の日実施
8/8校

弁当の日実施
8/8校

施策３　小児医療の充実

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
42 1 小児医療体制の充

実
子どもの疾病の予防や早期発見のため、地域
医療機関との連携を図り、かかりつけ医の必要
性の啓発とともに、疾患の診断や治療が迅速に
できる小児医療体制の充実を働きかけます。

桑名市応急診療所、在宅当番
医制による休日診療の利用体
制の維持

近隣医師会へ働きかけ、応急診療所、在宅当番医制による休日診療が利用できる
体制の維持に努めます。

健康長寿課
町民利用者数
桑名市応急診療所／219人
在宅当番医制／197人

町民利用者数
桑名市応急診療所／89人
在宅当番医制／５９人

町民利用者数
桑名市応急診療所／77人
在宅当番医制／57人

町民利用者数
桑名市応急診療所／136人
在宅当番医制／40人

43 2 小児救急医療体制
の充実

現在の救急医療体制とともに救急医療に関す
る情報を得ることのできる救急医療情報システ
ムの周知を図ります。

救急医療情報システムの利用
体制の維持

三重県救急医療情報センター内に設置されている24時間対応のコールセンター業
務体制を堅持すると共に、その周知に努めます。

健康長寿課
町民利用者数
コールセンター／1,012件

町民利用者数
コールセンター／1,021件

町民利用者数
コールセンター／838件

町民利用者数
コールセンター／603件

38

40

　子どもの病気や事故等は、急激な変化から命にかかわることも少なくないため、夜間や休日であっても適切な診療が受けられるよう、救急医療体制が構築されています。
関係機関と連携をとり、小児医療の充実に努めるとともに、疾病や障がいの早期発⾒に取り組んでいきます。

2 相談体制の充実

給食を食に関する教育指導と位置づけ、成長
期にある乳幼児、児童生徒にバランスのとれた
食事を提供し、正しい食習慣やマナーが身につ
くよう食育を推進します。

　次代を担う子どもの食育の推進は、健全な心身と豊かな人間性を育んでいく基礎をなすものであり、子どもの成長、発達に合わせた切れ目のない推進をしていきます。そ
のためにも、乳幼児期からの正しい食習慣の指導や情報提供を行うとともに、保育園や学校等における食環境の充実をすすめていきます。

給食・食育の充実2

3 思春期保健対策の
充実

未成年者の妊娠、人工中絶や、性感染症など
について、思春期における正しい性教育を行う
とともに、薬物乱用防止、喫煙防止などを含む
保健対策を推進します。

思春期の不安やストレス、悩みなど、子どもの
ニーズに応じた相談に適切に対応できるよう、
家庭・地域・学校が連携した相談体制づくりを推
進します。

37

　子どもに対して、性に関する正しい知識の普及に努めるとともに、友人やマスメディアからの影響を受けやすい時期でもあるため、学校、地域、家庭の連携により、飲酒、
喫煙、薬物乱用の防止に努めます。

8
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Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
44 3 医療的ケア児に対

する支援体制の整
備

医療的ケアを必要とする子どもの支援の利用を
調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につ
なげるため、関係機関との連携を図り、支援体
制の整備を推進します。

桑員圏域での専門部会（ｅケア
ネットそういん）の開催

医療的ケアを必要とする子どもについての情報共有等を図るため、圏域の医療従
事者、福祉事業所職員、行政職員による会議、研修を実施しています。
今後は、身近な地域で円滑に必要な支援が行えるよう、圏域での医療的ケア児の
コーディネータ配置を目指します。

地域福祉課

開催回数/5回 開催回数/5回 開催回数/5回 開催回数/5回

基本目標４　生きる力*を育む教育・体験交流の推進

施策１　学校教育の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
45 1 特色ある教育活動

の推進
各学校において、児童生徒や地域の状況に応
じた課題を設定し、総合的な学習の時間*など
を利用した特色ある教育を進めます。

特色ある学校づくり事業 各学校が地域の実態に応じた独自の活動を進め、地域に開かれた特色ある学校
づくりを推進します。例えば、鼓笛演奏、合唱祭、栽培活動、生き物飼育、メディア
講演会等に取り組みます。

学校教育課

各校にて左記のような取組を実施 各校にて左記のような取組を実施 各校にて左記のような取組を実施 各校にて左記のような取組を実施

46 2 学力の向上 小学生と中学生を対象に基礎から応⽤力を検
査する「総合学力調査」や「東員学び検定」を実
施し、その結果を受けて、小学校から中学校ま
で一貫した学力向上のための指導を実施する
など、児童生徒が幅広い確かな学力*を身につ
けることができるよう、学力の向上に向けた取り
組みを推進します。

学力調査活用事業、少人数教
育推進事業

全小中学校で総合学力調査（IRT）を実施、分析結果をもとにD層10％未満を目標
に授業改善に取り組んでいます。算数科において、少人数指導（チームティーチン
グ、習熟度別指導等）を実施し、分かる授業の促進を図っていきます。「東員学び
検定」「東員英語検定」を実施し、小中一貫した学力・学習意欲の向上を目指しま
す。

学校教育課

総合学力調査（IRT）実施
8/8校
東員学び検定、東員英語検定実施
8/8校

総合学力調査（IRT）実施
8/8校
東員学び検定、東員英語検定実施
8/8校

総合学力調査（IRT）実施
8/8校
東員学び検定、東員英語検定実施
8/8校

総合学力調査（IRT）実施
8/8校
東員学び検定、東員英語検定実施
8/8校

47 3 身体の育成と健康
づくりの推進

子ども達の心身が健やかに成長していく為に、
授業やクラブ活動などにおけるスポーツを通じ
た強い身体の育成や、健康づくりの知識の普及
に努め、生涯に亘り健康づくりを支えます。ま
た、各校の養護教諭を中心に児童生徒の健康
づくりを推進します。

東員なわとび検定、体力テスト
の実施

親子運動教室（保育園・幼稚園）、東員なわとび検定（小学校）、体力テスト（小中学
校）、相撲、柔道等の武道の授業（中学校）を実施しています。外遊びやスポーツを
通じて、体力の向上をめざすと共に、社会性の育成も図っていきます。

学校教育課
東員なわとび検定実施
6/6校
体力テスト
8/8校
武道授業実施
2/2校

東員なわとび検定実施
6/6校
体力テスト
8/8校
武道授業実施
2/2校

東員なわとび検定実施
6/6校
体力テスト
（コロナ感染症で自粛）
武道授業実施
2/2校

東員なわとび検定実施
6/6校
体力テスト
（コロナ感染症で自粛）
武道授業実施
2/2校

48 4 相談体制の充実 いじめや不登校*、非行など子どもの心の問題
に対応するため、スクールカウンセラーや心の
教育相談員の配置、保健室、相談室などの充
実により、子どもが相談しやすい体制づくりを推
進します。また、継続的にフォローできるよう、
学校と家庭、地域、関係機関の連携に努めま
す。

スクールカウンセラーの活用 スクールカウンセラー活用事業（国・県）により、校区ごとにカウンセラー（SC）を配
置しています。SCの活用により、配慮を必要としたり、不安を抱えたりする児童生
徒やその保護者への支援を推進します。

学校教育課

SC活用・設置校　8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　288件
　中学校　274件

SC活用・設置校
8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　262件
　中学校　302件

SC活用・設置校
8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　229件
　中学校　285件

SC活用・設置校
8/8校
相談件数（延べ）
　小学校　243件
　中学校　187件

49 5 地域と連携した教育
の充実

児童生徒が地域でのさまざまな体験活動を通じ
て、「生きる力*」と郷土を愛する心を育めるよ
う、総合的な学習の時間*などでのゲストティー
チャーの活用や、学校行事への地元の人の招
待、定期的な世代間交流など、学校と地域が連
携した地域活動、体験活動を通し、地域に根ざ
していけるように努めます。

出前授業、ゲストティーチャー
活用、地域活動への参加

学校独自の取り組みの中に、多くの地域住民の参加とかかわりや、体験活動の充
実を盛り込むために、教育活動を通じて、学校と地域との連携強化を図ります。１６
年一貫教育プランのキャリア教育による桑名工業高等学校生徒の出前授業、諸教
育活動での地域ゲストティーチャーの活用、地域活動・行事への参加を推進しま
す。

学校教育課

地域ゲストティーチャーの活用
6/8校
桑名工業生徒による出前授業
（行事精選のため中断）

地域ゲストティーチャーの活用
7/8校
桑名工業生徒による出前授業
（コロナ感染症で自粛）

地域ゲストティーチャーの活用
8/8校
桑名工業生徒による出前授業
（コロナ感染症で自粛）

地域ゲストティーチャーの活用
8/8校
桑名工業生徒による出前授業
（コロナ感染症で自粛）

50 6 開かれた学校づくり
の推進

保護者や地域の意見を学校運営に取り入れら
れるよう、学校評議員制度を活用しつつ、ＰＴＡ
と学校との連携や、地域の教育力を取り入れた
学校づくりの推進に努めます。

学校自己評価の取組、学校評
議員会の開催

地域との連携を深めるために、学校自己評価等を積極的に公表し、保護者や地域
住民が学校運営に参画する取り組みや、地域と連携した活動を進め、地域に開か
れた、より信頼される学校づくりを進めます。各学校において学校評議員会を開催
しています。保護者アンケートや学校自己評価の結果も公表しています。

学校教育課

学校自己評価の公表
8/8校

学校自己評価の公表
8/8校

学校自己評価の公表
8/8校

学校自己評価の公表
8/8校

51 7 安全対策の充実 子どもが安心して保育や教育を受けられるよ
う、教育・保育施設の施錠の徹底、危機管理マ
ニュアルの徹底や、通学路の見守りと状況に応
じた集団登下校の実施など、安全対策を充実さ
せます。また、災害時や緊急時の安全対策とし
て、それらを想定した教育施設の環境整備を進
めるとともに、防災訓練などの定期的な開催
や、防犯・交通安全などの教育を実施し、子ど
もの安全対策を充実させます。

登下校時の見守り、防災教育・
防災訓練、施設の定期点検

各校区や地域で、ＰＴＡや老人クラブなどに実施いただいている子どもの登下校時
の見守りなど「地域の子どもを地域で守る」活動を支援していきます。大型地震等
による被災を想定した上での、防災教育や防災訓練に取り組みます。保育・教育施
設環境については、定期的な点検を実施し、安全な教育環境を提供していきます。
県教委作成の「学校管理下における危機管理マニュアル」を参考にしながら各校
で、学校の特性に応じたマニュアルを作成し、毎年、見直し、研修、訓練等を行って
いきます。

学校教育課

防災訓練の実施
14/14園校
危機管理マニュアル等の作成
14/14園校

防災訓練の実施
14/14園校
危機管理マニュアル等の作成
14/14園校

防災訓練の実施
14/14園校
危機管理マニュアル等の作成
14/14園校

防災訓練の実施
14/14園校
危機管理マニュアル等の作成
14/14園校

52 8 情報に対する判断
能力の育成

情報が氾濫する現代社会の中で、子どもたち自
身が、情報に惑わされず、適切に情報媒体を
使ったり、情報を読み取ったりできるよう、判断
能力やコミュニケーション能力を育てる教育を
進めます。

ネット啓発講座、ネットやスマ
ホに潜む危険についての講演
会、校区別連絡会の開催

各園・校での情報育成カリキュラムに基づく取り組みの推進し、各家庭と連携しな
がら子どもの現状を把握し、子どもの判断能力やコミュニケーション能力を育成しま
す。１人１台端末の提供に伴い、情報教育担当者会にて使用方法等について検討
し対応していきます。

学校教育課

情報教育の実施
8/8校

情報教育の実施
8/8校

情報教育の実施
8/8校

情報教育の実施
8/8校

　児童期から青年期の子どもの発達や学習の連続性を重視し、３感（基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感）を育み、生きる「意欲」を高める取り組みを推進し、「確かな
学力*」「豊かな心」「健やかな体」の３つの「生きる力*」をバランスよく育む教育環境を整備するとともに、本町の特徴を生かした教育を推進します。
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策２　異年代・世代間交流の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
53 1 参加型イベントの実

施
親子や世代間の交流を図る場として、青少年育
成町民会議を中心に、グラウンドゴルフやサツ
マイモづくり、もちつき大会などの参加型イベン
トを実施します。

特色ある三世代交流の実施
（神田・稲部・三和校区）

少子高齢化や核家族化の進展により、多世代の交流が減少する中で、地域の高
齢者が参画する活動を展開し、伝統行事やものづくり、野菜づくりの体験などの交
流機会を提供し、互いの意識や価値観を深める取り組みを行います。

社会教育課 ・神田校区
三世代交流グラウンドゴルフ大会を実施。参加者数
/105人
・稲部校区
児童・生徒の登校時に「あいさつ運動」を実施。参加者
数/227人
秋の感謝祭において、「ありがとうの花を咲かせよう運
動」を実施。参加者数/440人
・笹尾校区
笹尾まつりにおいて、「ありがとうの花を咲かせよう運
動」及び「大声挨拶コンテスト」を実施。参加者数/4人

稲部校区
秋の感謝祭において、「ありがとうの
花を咲かせよう運動」を実施。参加者
数/600人
笹尾校区
児童・生徒の登校時に「あいさつ運
動」を実施。参加者数/5人

各行事の参加者数/
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止。

各行事の参加者数/
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、神田地区、三和地区は中止。
稲部地区：430人

54 2 地域文化の継承を
通じた交流の推進

子どもみこしなどの地域の祭りや、こども歌舞
伎などの地域文化の継承にかかわる活動を推
進するとともに、より多くの人に伝統文化と子ど
もたちの活動を広め、交流することができるよ
う、地域住⺠の幅広い参加を促進します。

こども歌舞伎を含む文化活動
への支援

子どもたちの文化事業や古典芸能への関心が低いことから、幅広い層への情報発
信等を行うことで、子どもたちの豊かな感性を育む環境整備に努めます。

社会教育課 三大自主文化事業
東員町こども歌舞伎公演　 入場者数/456人
東員ミュージカル　　　　　  　入場者数/1,222人
東員「日本の第九」演奏会　入場者数/649人

こども歌舞伎公演の入場者数/425
人

こども歌舞伎公演の入場者数/新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止

こども歌舞伎公演の入場者数/新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止

55 3 地域の交流と子ども
の居場所づくりの推
進

子どもから高齢者までさまざまな方が、地域の
身近な場所において気軽に集い、交流したり支
えあうことができるよう、地域に働きかけます。

地域福祉座談会

地域支えあい活動登録団体へ
の働きかけ

地域の子どもから高齢者まで様々な方が、住みなれた地域で安心して過ごし続け
るにはどうしたら良いのか話し合う場である地域福祉座談会を推進し、様々な事業
を通して地域の支えあいがより深まるよう働きかけています。

社会福祉協
議会

地域福祉座談会開催地区：19地区
(R6.3月末）
地域支えあい活動登録団体：19団体
（R6.3月末）

地域福祉座談会開催地区：19地区
(R5.3月末）
地域支えあい活動登録団体：17団体
（R5.3月末）

地域福祉座談会開催地区：18地区（R4.3
月末）
地域支えあい活動登録団体：17団体
（R4.3月末）

・地域福祉座談会開催地区：18地区（R3.3
月末）
・地域支えあい活動登録団体：15団体
（R3.3月末）

施策３　子どもの主体的活動の促進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
56 1 子ども主体の地域

活動の促進
子どもたちが世代間の交流を深め、さまざまな
行事に参加することができるように、地域全体
で見守る体制を推進します。また、青少年の主
張実行委員会や成人式実行委員会などの子ど
もや青年が主体となり活動できる場をつくり、主
体性の育成に努めます。

「青少年の主張」の企画・運営
への参加促進

子どもたちが、柔軟な発想と創造性を持ち、物事を論理的に考える力を養うととも
に、自らの主張を正しく伝え、理解してもらう力を身に付けるなど、自主的に活動が
できるよう後方支援を行い、子どもたちの成長を地域で支える環境整備に努めま
す。

社会教育課
（青少年の主張の代替企画）
青少年が抱える将来の町の姿や人
権などについて、活発な意見を交わ
すＷＥＢ方式での開催に向けた企
画・運営について検討した。

（青少年の主張の代替企画）
青少年が抱える将来の町の姿や人
権などについて、活発な意見を交わ
すＷＥＢ方式での開催に向けた活動
計画について検討した。

青少年の主張参加者数 /新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため中止

青少年の主張参加者数 /新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため中止

57 2 スポーツ活動の促
進

町のスポーツ振興を担うスポーツ協会が組織す
るスポーツ少年団においては、スポーツを通し
て、子どもたちの健康な心身の育成、協調性や
自立心を養い、総合型地域スポーツクラブ「とう
いんフレンドリークラブ」においては、地域の誰
もが気軽にスポーツを楽しめる環境の整備を推
進します。

身近な場所でスポーツに親し
む事ができる環境の提供

週末や長期休暇期間を活用するなど、子どもたちが日常的に体を動かし、適切な
運動習慣を身に付ける機会を提供し、集団行動における協調性や自主性を養える
ように努めます。

社会教育課

スポーツ少年団団員数/226人
フレンドリークラブ会員数/504人

スポーツ少年団団員数/209人
フレンドリークラブ会員数/504人

スポーツ少年団団員数/225人
フレンドリークラブ会員数/518人

スポーツ少年団団員数/207人
フレンドリークラブ会員数/484人

施策４　子どもの健全育成の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
58 1 青少年の指導の充

実
地域で青少年の健全育成を推進するため、青
少年育成町民会議の環境対策部会を中心に、
警察と協力しながら、地域のパトロールを推進
します。

校区毎の夜間パトロールの実
施

夜間の時間帯に地域内を巡回する事で、青少年の非行を未然に防止するととも
に、地域住民の理解と関心を深め、健全な社会環境づくりに貢献します。

社会教育課 校区毎の夜間パトロール回数/
三和地区4回、笹尾地区12回
※城山校区は、学校授業で交通安
全教室を実施。

校区毎の夜間パトロール回数/
三和地区2回、笹尾地区9回
※城山校区は、学校授業で交通安
全教室を実施。

校区毎の夜間パトロール回数/
三和地区4回、笹尾地区6回、城山地区1
回

校区毎の夜間パトロール回数/
1回（笹尾東２丁目実施）

59 2 指導員の育成と住
民参加による青少年
健全育成活動の推
進

青少年健全育成の中心となる推進指導員、推
進協助員の活動の充実を図るため、研修会を
実施します。青少年の健全育成は、家庭、各種
団体、学校など、青少年を取り巻く環境で生活
する地域住民一人ひとりが取り組むべきテーマ
であることから、青少年育成町民会議の活動を
中心に、誰もが青少年健全育成活動について
意識し、参画できる地域社会づくりを目指しま
す。

桑員地区地域活動者研修会 情報共有や体験発表などを通じて、地域における個々の活動に反映することがで
きるような研修活動を支援します。

社会教育課 いなべ市青少年育成市民会議と合
同で「わくわく子育ての集い～出会い
は学び～」に参加。その他、組織体
制の充実を図るため、各部会にて事
業の方向性や活動内容等の企画・
運営の構築に向けて重点的に行っ
た。

令和4年度から新たな組織体制の充
実を図るため、各部会にて事業の方
向性や活動内容を重点的に行った。

研修等の回数/新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止

研修等の回数/新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止。

60 3 権利擁護の推進 子どもの権利侵害からの相談窓口として、子ど
もの権利擁護委員（人権擁護委員）６名が相談
に乗る体制を整えています。子どもの権利擁護
委員（人権擁護委員）は、子どもの権利が侵害
されていると判断した場合、関係機関と連携し、
子どもの発達時期に応じた救済に当たります。

子ども人権相談窓口事業 特設人権相談を設置し、人権擁護委員に相談できる体制を整備しています。子ど
もの権利が侵害されていると判断した場合、関係機関と連携し、人権擁護委員が
子どもの権利擁護委員を兼ね、子どもの発達時期に応じた救済に当たります。

町民課 特設人権相談　年5回
子どもの権利救済事案　0件

特設人権相談　年5回
子どもの権利救済事案　0件

特設人権相談　年5回
子どもの権利救済事案　0件

特設人権相談　年5回
子どもの権利救済事案　0件

　子どもたちが仲間や地域の人とふれあう場へ参加する機会を確保し、子どもの社会性を育むため気軽に利用できる施設や事業の充実および周知を行います。また、地
域で子どもに関するさまざまな活動を行っている民間団体や行政機関がそれぞれの立場を超え、協⼒して小学生の放課後の居場所づくりなどに取り組みます。

　子どもたちが地域で主体的に活動できる機会を提供するため、場所の提供や援助を通じて、子ども会やスポーツ少年団の活性化を図ります。

　家庭、学校、地域社会、そして行政が一体となって子どもを有害情報から守り、健全な育成を推進します。また、子どもが相談しやすい体制をつくるとともに、関係機関と
連携を図りながら、子どもの居場所づくりを進め、子どもたちの抱える問題を受け止め、ともに解決に導く体制を充実させます。
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策５　次世代の親の育成

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
61 1 中学生が乳幼児と

ふれあう機会の提供
中学生を対象に、家庭や子どもを持つことの意
義についての理解を促進できるよう、保育園や
幼稚園の訪問や学校行事を通して、乳幼児と
ふれあう機会づくりを推進します。

授業での小中学生と園児の交
流

中学校の授業で、保育園・幼稚園を訪問し、乳幼児や園児とのふれ合いをしていま
す。今後も、幼保小中の連携を深め、園児と児童生徒間の交流を深めるためにも、
授業や行事等でふれ合う機会を保障していきます。

学校教育課
園児と中学生のふれ合い授業
1/２校

園児と中学生のふれ合い授業
2/6園
（コロナ感染症防止ため）

園児と中学生のふれ合い授業
1/6園
（コロナ感染症防止ため）

園児と中学生のふれ合い授業
（コロナ感染症ため中止）

基本目標５　子どもの育ちを支える地域環境の整備

施策１　子育てにかかわる組織・人材の育成

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
62 1 子育てに関する連絡

調整の充実
子育て支援をより効果的に進められるよう、計
画の推進にかかわる地域住民、地域団体、企
業、保健や福祉、教育など行政の各分野など
の連携、協働*を図るため、子ども・子育て会議
の充実を図ります。

子ども・子育て会議における子
ども・子育て支援事業計画の
検証

子ども・子育て支援事業計画において、各分野での取り組み内容について協議し、
それらの実施について進捗管理、検証しています。
令和元年度には、令和2年度から令和6年までの第2期計画を策定しました。
事業量見込について、実績の検証を行い、見直しの必要性を検討していきます。

子ども家庭課

子ども・子育て会議開催数/2回 子ども・子育て会議開催数/2回 子ども・子育て会議開催数/2回 子ども・子育て会議開催数/2回

63 地域全体で子育て支援に取り組み、子育て経
験者などを対象とした子育てサポーターの養
成、子育て支援を行う市民活動やボランティア
団体などの育成・支援をします。とういん市民活
動支援センターや青少年育成町民会議、子ども
会、スポーツ少年団、地域活動団体など、さま
ざまな面での人材育成を推進し、地域ぐるみの
健全育成を推進します。

子育て支援活動を行う市民活
動団体への支援

とういん市民活動支援センターを通して、子育て支援活動を行う市民活動団体の
支援を行います。各課、自治会等と協働できる子育て支援活動を行う市民活動団
体を育てていきます。

町民課 ・子どもの健全育成を図る登録団体
数：11団体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三
重県第12団、長深文庫、すずらんの
会、手づくり大好きジュニアクラブとう
いん、JaJaJa DANCE、フィ・フラ・オ・
レイアロハ東員カヒキナ教室、みらい
へのいっぽ、OHANA、ShainyEnglish
英語劇の会、ファミリーサークルきっ
ず～な
・とういんわくわくフェスタ
開催日：10月15日（日）
　主催者数279人　来客数1,803人
・登録団体代表者会議開催日：1月
20日（土）参加者：34団体(49人)

子どもの健全育成を図る登録団体
数：9団体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三
重県第12団、長深文庫、すずらんの
会、いのちの言葉プロジェクト、手づ
くり大好きジュニアクラブとういん、
JaJaJa DANCE、フィ・フラ・オ・レイア
ロハ東員カヒキナ教室、みらいへの
いっぽ
・とういんわくわくフェスタの代替事業
として、動画講座やポスター展を開
催。ポスター展は1月12日（木）から1
月30日（月）の期間、町総合文化セン
ター2階展示コーナーで実施。
・わくわく市民活動体験会として8月6
日（土）から1月28日（土）までクラフト
プレーン工作教室や東員パソコンク
ラブ教室など様々な体験会を開催。
・登録団体代表者会議開催日：5月
28日（土）参加者：34団体(44人)、11
月26日(土）参加者：32団体（45人）

子どもの健全育成を図る登録団体数：9団
体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三重県
第12団、長深文庫、すずらんの会、いの
ちの言葉プロジェクト、手づくり大好きジュ
ニアクラブとういん、JaJaJa DANCE、
フィ・フラ・オ・レイアロハ東員カヒキナ教
室、みらいへのいっぽ
・とういんわくわくフェスタの代替事業とし
て、動画講座やポスター展を開催。ポス
ター展は1月13日（木）から1月31日（月）
の期間、町総合文化センター2階展示コー
ナーで実施。またポスター展期間中の
1/15（土）に活動体験教室を実施。
・夏休み子ども体験教室として8月7日
（土）にクラフトプレーン工作教室、10月23
日（土）（8月21日（土）から延期）にフライト
シュミレーター操縦体験を開催
・登録団体代表者会議開催日：7月31日
（土）参加者：31団体(43人)、11月27日
(土）参加者：35団体（41人）

子どもの健全育成を図る登録団体数：8団
体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三重県
第12団、長深文庫、員弁地区更生保護女
性会東員支部すずらんの会、いのちの言
葉プロジェクト、環境学習サークルみえ
（東員）、手づくり大好きジュニアクラブとう
いん、JaJaJa DANCE
・とういんわくわくフェスタ
開催日：9月13日（日）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・夏休み子ども体験教室を予定していた
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止
・登録団体代表者会議開催日：10月31日
（土）参加者：32団体（35人）

母子保健推進員の育成と活動
促進

地域で安心して妊娠・出産・子育てができるよう、住民と行政をつなぐ地域の相談
役として活動する母子保健推進員の取り組みを周知し、参加促進しています。
また、交流会・研修会を開催し、地域での子育て支援の重要性の意識啓発を図っ
ています。
今後は、活動範囲の拡大や参加者増を目指します。

子ども家庭課

母子保健推進員数/　2７人
交流会等開催数/　6回

母子保健推進員数/　24人
交流会等開催数/　6回

母子保健推進員数/　25人
交流会等開催数/　6回

母子保健推進員数/　26人
交流会等開催数/　6回

子育ての集いの開催 多様化する子育てニーズの対応として、各組織や団体と行政がうまく協働し、子育
てを支援する機運を醸成し、子育て家庭が地域に支えられているという実感が得ら
れるように、「子育てのつどい」を開催します。

社会教育課 子育てのつどい/廃止
組織体制及び取り組む事業を改め、
各部会において方向性や活動内容
の認識を深め、企画・運営について
協議した。

講演会/なし
令和4年度から組織体制を改め、各
部会にて事業の方向性や活動内容
の認識を深めた。

講演会の実施/新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止

講演会の実施/新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止。

東員子育て支援ネットへの働
きかけ

地域ボランティア活動

東員町内において子育ての当事者が多様な活動を通じて子育てを楽しみ、仲間づ
くりを図ることを目的に活動している東員子育て支援ネットの活動を支援していま
す。
65歳以上の地域ボランティア登録者が、各幼稚園・保育園、小学校、中学校でボラ
ンティア活動を行い、生きがいづくり、社会参加を推進しています。

社会福祉協
議会

子育て支援ネット定例会開催：4/13、
5/16、7/4、9/5、12/5、2/6、3/12
子育て応援講座開催：11/13、11/20
地域ボランティア活動先：神田幼稚園・東
員保育園、稲部幼稚園・いなべ保育園、
三和幼稚園・みなみ保育園、笹尾西幼稚
園・笹尾第一保育園、　笹尾東幼稚園・笹
尾第二保育園、城山幼稚園・しろやま保
育園、三和小学校、稲部小学校、神田小
学校、笹尾西小学校、笹尾東小学校、城
山小学校、東員第一中学校、東員第二中
学校、学童クラブバンブーキッズ東

子育て支援ネット定例会開催：5/17、
7/19、9/20、10/15、11/15、1/17、3/7
地域ボランティア活動先：神田幼稚園・東
員保育園、稲部幼稚園・いなべ保育園、
三和幼稚園・みなみ保育園、笹尾西幼稚
園・笹尾第一保育園、　笹尾東幼稚園・笹
尾第二保育園、城山幼稚園・しろやま保
育園、三和小学校、稲部小学校、神田小
学校、笹尾西小学校、笹尾東小学校、城
山小学校、東員第一中学校、東員第二中
学校

子育て支援ネット定例会開催：7/6，
10/5，11/2，12/7，1/25，3/1
地域ボランティア活動先：神田幼稚園・東
員保育園、稲部幼稚園・いなべ保育園、
三和幼稚園・みなみ保育園、笹尾西幼稚
園・笹尾第一保育園、　笹尾東幼稚園・笹
尾第二保育園、城山幼稚園・しろやま保
育園、三和小学校、稲部小学校、神田小
学校、笹尾西小学校、笹尾東小学校、城
山小学校、東員第一中学校、東員第二中
学校

・子育て支援ネット定例会開催：6/16、
7/7、9/16、10/6、3/2
・地域ボランティア活動先：神田幼稚園・
東員保育園、稲部幼稚園・いなべ保育
園、三和幼稚園・みなみ保育園、笹尾西
幼稚園・笹尾第一保育園、　笹尾東幼稚
園・笹尾第二保育園、城山幼稚園・しろや
ま保育園、三和小学校、稲部小学校、神
田小学校、笹尾西小学校、笹尾東小学
校、城山小学校、東員第一中学校、東員
第二中学校

　次代の親となっていく子どもたちが、人権意識や⽣活態度を身につけ、男女が協力して家庭を築き、子どもを産み育てることの大切さなどについての理解が深まるよう、
学習の機会を提供します。

　子育て支援センターを中心に、地域ぐるみの子育てを推進するため、地域で活動する子育て支援団体等の情報を把握し、支援を必要とする家庭へとつなげる体制を構築
します。また、特色のある地域の団体やボランティアの活動を支援し、協働*による事業推進に取り組みます。

2 子育て支援活動・ボ
ランティア活動など、
住民参加の促進
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第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績

子育て支援団体の活動の場の
提供

子育て支援センターにおいて、子育て支援団体の参画を得て、子育て親子の交流
の場の提供と交流を促進しています。
今後は、地域の子育て資源の育成や、関係機関と子育て支援団体等とネットワー
ク化を図り、子育て支援拠点としての行事を企画していきます。

子ども家庭課

子育て支援団体行事開催数/　9回 子育て支援団体行事開催数/　9回 子育て支援団体行事開催数/　9回 子育て支援団体行事開催数/　2回

子育て支援活動を行う市民活
動団体への支援

とういん市民活動支援センターを通して、子育て支援活動を行う市民活動団体の
支援を行います。各課、自治会等と協働できる子育て支援活動を行う市民活動団
体を育てていきます。

町民課 ・子どもの健全育成を図る登録団体
数：11団体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三
重県第12団、長深文庫、すずらんの
会、手づくり大好きジュニアクラブとう
いん、JaJaJa DANCE、フィ・フラ・オ・
レイアロハ東員カヒキナ教室、みらい
へのいっぽ、OHANA、ShainyEnglish
英語劇の会、ファミリーサークルきっ
ず～な
・とういんわくわくフェスタ
開催日：10月15日（日）
　主催者数279人　来客数1,803人
・登録団体代表者会議開催日：1月
20日（土）参加者：34団体(49人)

子どもの健全育成を図る登録団体
数：9団体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三
重県第12団、長深文庫、すずらんの
会、いのちの言葉プロジェクト、手づ
くり大好きジュニアクラブとういん、
JaJaJa DANCE、フィ・フラ・オ・レイア
ロハ東員カヒキナ教室、みらいへの
いっぽ
・とういんわくわくフェスタの代替事業
として、動画講座やポスター展を開
催。ポスター展は1月12日（木）から1
月30日（月）の期間、町総合文化セン
ター2階展示コーナーで実施。
・わくわく市民活動体験会として8月6
日（土）から1月28日（土）までクラフト
プレーン工作教室や東員パソコンク
ラブ教室など様々な体験会を開催。
・登録団体代表者会議開催日：5月
28日（土）参加者：34団体(44人)、11
月26日(土）参加者：32団体（45人）

子どもの健全育成を図る登録団体数：9団
体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三重県
第12団、長深文庫、すずらんの会、いの
ちの言葉プロジェクト、手づくり大好きジュ
ニアクラブとういん、JaJaJa DANCE、
フィ・フラ・オ・レイアロハ東員カヒキナ教
室、みらいへのいっぽ
・とういんわくわくフェスタの代替事業とし
て、動画講座やポスター展を開催。ポス
ター展は1月13日（木）から1月31日（月）
の期間、町総合文化センター2階展示コー
ナーで実施。またポスター展期間中の
1/15（土）に活動体験教室を実施。
・夏休み子ども体験教室として8月7日
（土）にクラフトプレーン工作教室、10月23
日（土）（8月21日（土）から延期）にフライト
シュミレーター操縦体験を開催
・登録団体代表者会議開催日：7月31日
（土）参加者：31団体(43人)、11月27日
(土）参加者：35団体（41人）

子どもの健全育成を図る登録団体数：8団
体
朗読ひばりの会、ガールスカウト三重県
第12団、長深文庫、員弁地区更生保護女
性会東員支部すずらんの会、いのちの言
葉プロジェクト、環境学習サークルみえ
（東員）、手づくり大好きジュニアクラブとう
いん、JaJaJa DANCE
・とういんわくわくフェスタ
開催日：9月13日（日）を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止
・夏休み子ども体験教室を予定していた
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止
・登録団体代表者会議開催日：10月31日
（土）参加者：32団体（35人）

子育て支援団体の活動の場の
提供

親子同士で自由に遊んだり、情報交換したり、子育てについての悩みなどを相談し
合うことができるように活動場所を提供しています。

社会福祉協
議会

・子育て支援ほっと
　※中止
・さつまいも掘り体験(R5.10.14開催)
　参加者：4世帯13名

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

子育て支援ほっと
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

子育て応援ルームの実施。
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、応援ルームは4/1～6/10、6/22～
7/13、7/29～中止。

施策２　遊び場や自然とふれあえる場の整備

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
65 1 安心して遊べる地域

の公園づくり
子どもから高齢者まで誰もが利用しやすい身近
な公園となるよう、地域住民の意向を取り入れ
つつ、公園の維持管理を行います。

適切な維持管理、破損等に対
する修繕

公園設備については、必要に応じて修繕・撤去するなど、適切な維持管理に努め
ます。中部公園は年8回、その他の公園は年4回、定期点検を実施しています。

建設課
定期点検
・中部公園　　　　8回
・その他の公園　4回

定期点検
・中部公園　　　　8回
・その他の公園　4回

定期点検
・中部公園　　　　8回
・その他の公園　4回

定期点検
・中部公園　　　　8回
・その他の公園　4回

66 2 学校施設の利用 地域のスポーツ少年団やスポーツ団体と調整
し、利用時間帯の調整や敷地の区分と安全性
の確保などの配慮に努めます。

小・中学校の休日・夜間におけ
る体育施設の開放

地域の身近な場所でスポーツに親しみ、健全な心身の育成につなげます。 社会教育課

小中学校（8校）の体育館利用者／
62,361人

小中学校（8校）の体育館利用者／
61,955人

・屋内(体育館)5/9～6/20
　　※東小、一中、二中
　　※20時以降使用中止
・全施設8/20～8/26
　　※20時以降使用中止
・全施設8/27～9/30　使用中止

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)4/11～6/12使用中止
屋内(体育館)4/11～6/30使用中止

67 3 自然体験学習など
の推進

子どもたちが自然の大切さを学べるよう、環境
学習講座「とういんネイチャーくらぶ」を開講しま
す。また、環境学習のみにとどまらず、体験学
習の機会として「こどもカレッジ」の開講など、子
どもたちに有意義な週末などの過ごし方を提供
します。

「ものづくり」や「自然体験学
習」の実施

自然の中で体験的な学習を通して行われる教育活動の中で、自ら学び、自ら考え
る力を育てるとともに、体力や運動能力、人や自然に対する感性及び表現力やコ
ミュニケーション能力の向上、命を大切にする心情などを培う充実した活動の場を
提供します。

社会教育課

受講者数(延べ人数)/
　　こどもかれっじ　　194人
　　ネイチャークラブ　　98人

受講者数(延べ人数)/
　　こどもかれっじ　　283人
　　ネイチャークラブ　140人

受講者数/
　　こどもかれっじ　　40人
　　ネイチャークラブ　90人

受講者数/新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため未実施

学校図書館支援事業、読書登
山、朝読書

小学校全校に図書館専門員を配置し、図書環境の充実、教材・資料の提供、読み
聞かせ等で読書活動を支援します。幼保小で読書登山（251冊）に取組み、読書意
欲の向上と豊かな心の育成に取り組みます。

学校教育課 図書館専門員配置
6/6校
読書登山実施
12/12園校

図書館専門員配置
6/6校
読書登山実施
12/12園校

図書館専門員対置
6/6校
読書登山実施
14/14園校

図書館専門員対置
6/6校
読書登山実施
14/14園校

「読書登山活動」の支援 子どもたちの主体的・意欲的な読書活動の充実が図れるように、図書館内に「読書
登山」に関するコーナーを常設し、支援を継続します。

社会教育課
常設書架設置中 常設書架設置中 常設書架設置中 常設書架設置中

69 5 総合文化センターな
ど既存施設の活用

総合文化センター内の「プレイルーム」を子ども
の遊び場や「読み聞かせ」の場所として提供し、
既存施設の有効活用を推進します。

プレイルームの利活用 プレールームを親子に開放するほか、ボランテイア団体による読み聞かせ会を定
期的に開催し、読書に親しむ機会を提供します。（読み聞かせ会：月２回）

社会教育課

読み聞かせ会参加者数/553人 読み聞かせ会参加者数/379人 読み聞かせ会参加者数/318人

読み聞かせ会参加者数/新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、4月から12
月まで閉鎖。R3.1月から再開。参加者数
71人

64

68

3 子育て支援サーク
ル・団体の育成

現在子育てをしている保護者や子育て経験者、
子育て支援に意欲のある人などが、子育て支
援を目的として集まり活動できるよう、活動場所
や情報提供など、子育て支援サークルや子育
て支援団体の活動を支援します。

　地域の中での公共施設等の活用を図り、地域活動等を通した居場所づくりを推進します。また、自由な時間が減少傾向にある子どもに対して、自主性を重んじ、自由に
活動や学習、遊びができる子どもの居場所づくりを積極的に推進します。

4 読書活動の充実 子どもたちが読書に親しむ場として、読書登山
と図書の整備など、町立図書館の充実を図りま
す。

12



第２期東員町子ども・子育て支援事業計画　基本目標ごとの具体的な取り組み

施策３　外出環境の整備

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
70 1 オレンジバスを利用

した外出の推進
オレンジバスは、通学者、高齢者、障がい者な
どの交通弱者を対象に、運賃、ルート、運行本
数等を検討するとともに、未就学児無料の継続
や子育て世代の利用環境に配慮した運行を目
指します。

３台のオレンジバス車両でコ
ミュニティバス事業を委託して
実施

令和５年１０月にバスルートおよびダイヤ変更を行い、東部線からでもイオンモー
ル東員や中部公園までアクセスできるように、南北線は稲部地区へ経由するルー
トを増便しました。またオレンジバス車内のデジタルサイネージでのPR広告の放映
やバス停にバスの接近情報が分かるQRコードを貼り付けました。

政策課

利用者数/76,892人 利用者数/74,515人 利用者数/74,453人 利用者数/80,721人

71 2 おもいやり駐車場の
利用促進

障害のある方や妊産婦などに対し、県が実施
する「三重おもいやり駐車場利用証制度」の案
内や申請の受け付けを行い、制度の利用促進
を図ることで、誰もが安心して外出できる環境
の整備に努めます。

おもいやり駐車場利用証の交
付申請

身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方の外出を支援する
ため、「おもいやり駐車場（車いす使用者用駐車場等）」を利用できる方に利用証の
交付申請などの窓口手続きを行っています。
今後も、この駐車場を必要な方が利用しやすくすることをめざし啓発、周知に努め
ます。

地域福祉課

利用証交付者/214人 利用証交付者/209人 利用証交付者/220人 利用証交付者/197人

施策４　交通安全対策の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績

東員町通学路交通安全プログ
ラムに基づき、関係機関と連携
のもと、危険個所の把握、改善
を行う。

東員町通学路安全推進会議へ年3回出席し、各学校から報告のあった危険個所に
ついて、調査・対策を実施しました。

建設課
・東員町通学路安全推進会議　　3回
・対策箇所　3箇所

・東員町通学路安全推進会議　　3回
・対策箇所　3箇所

・東員町通学路安全推進会議　　3回
・対策箇所　2箇所

・東員町通学路安全推進会議　　3回
・対策箇所　4箇所

東員町通学路安全推進会議 東員町通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関との連携のもと、児童生徒
が安全に通学できるように東員町通学路安全推進会議を開催し、危険箇所の把握
と改善を行い、通学路の安全確保を図ります。

学校教育課
通学路安全推進会議
/3回（年間）

通学路安全推進会議
/3回（年間）

通学路安全推進会議
/3回（年間）

通学路安全推進会議
/3回（年間）

73 交通安全意識の高揚を図るた
め、各保育園、幼稚園、小学
校での交通安全教育に取り組
む。

いなべ地区交通安全協会、東員町交通安全推進協議会、いなべ警察署、自動車
学校等と連携し、各園校で交通安全教室を実施しました。

建設課
交通安全啓発
・街頭指導　　 8回

交通安全啓発
・街頭指導　　 8回
・チャイルドシート装着指導　　 2回

交通安全啓発
・街頭指導　　 8回
・チャイルドシート装着指導　　 1回

交通安全啓発
・街頭指導　　 6回
・チャイルドシート装着指導　　 1回

交通安全教室の実施 いなべ地区交通安全協会、東員町交通安全推進協議会、いなべ警察署、自動車
学校等と連携しながら、各園校で交通安全教室等を実施しています。また、交通安
全看板を作成し設置、交通安全マップの作成や見直しを行っていきます。

学校教育課
交通安全教室
9回

交通安全教室
１３回

交通安全教室
６回

交通安全教室
／１４回

施策５　防災・防犯対策の推進

Ｎo 項目 内容 主な事業内容 令和５年度における取り組み状況 担当課 令和５年度実績 令和４年度実績 令和３年度実績 令和２年度実績
74 「おやこ防災講座」を開催 普段の生活でできる備えや子どもと一緒に避難する際の心がけ、子どもと過ごす

避難所生活など、子どもと一緒に体験を通して学ぶ防災講座を実施しています。家
族ぐるみでの防災、備蓄意識の向上を図ります。

環境防災課
子ども家庭課

親子ミニサロン「子育て家庭の防災
について聞いてみよう」/14組28人
防災グッズ配布/142件

防災講座実績なし
防災グッズ配布/71件

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
実績なし

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
実績なし

「防災講座」を開催 子育て支援ネット主催で年に1回程度、講師を招き、子育て中の方向けの防災講座
を開催しています。災害で避難生活になった際に、子どもと一緒に役に立つ知識を
得てもらう機会にしています。今後も防災講座等を通して、防災の意識を高めても
らいます。

社会福祉協
議会 防災講座（R6.3.9開催）

参加者：15名
かぞくの防災講座（R4.11.12開催）
参加者：33名

新型コロナウイルス感染防止のため「か
ぞくの防災講座」開催予定（R4.3.12）をR4
年度に延期

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
実績なし

防犯灯の維持管理 自治会から要望のあった箇所に防犯灯の新設を行い、既存の防犯灯については、
自治会等の申し出により、ＬＥＤの部品取替等の修繕を行っています。安全で安心
な生活が送れるよう夜間の犯罪発生を抑制するため、防犯灯の適正な維持管理を
行います。

町民課

新設：12基
修繕：38基

新設：5基
修繕：27基

新設：7基
修繕：29基

新設：8基
修繕：27基

学校防犯対策のため、防犯カ
メラの設置、管理

中学校に設置した防犯カメラの維持管理を行いました。今後は犯罪状況に応じ設
置を行います。

教育総務課
防犯カメラ(13台)の維持管理 防犯カメラ(13台)の維持管理 防犯カメラ(13台)の維持管理 防犯カメラ(13台)の維持管理

防犯のぼり旗の設置 各自治会へ防犯のぼり旗を配布し、各自治会で設置を行います。 町民課

防犯のぼり旗の配布：301枚 防犯のぼり旗の配布：193枚 防犯のぼり旗の配布：195枚 防犯のぼり旗の配布：203枚

防犯ベルの配布 登下校時に、不審者等の出没等が危惧されるため、小学校入学時に防犯ブザーを
配布しています。

学校教育課

防犯ブザー配布/246件 防犯ブザー配布/246件 防犯ブザー配布/245件 防犯ブザー配布/235件

77 4 防犯情報の提供 近隣市町や県、警察署、学校などと連携し、不
審者や振り込め詐欺など防犯に関する情報の
速やかな提供に努めます。

防犯情報、不審者情報の提供 警察や学校等関係機関と行政が連携し、広報とういん、行政情報メール等を活用
して、速やかに防犯情報を提供し、町民の防犯意識向上に努めます。いなべ警察
署から不審者情報や振り込め詐欺の注意喚起等の情報を受信し、町民課から行
政情報メール、園校からまちcomiメールで、家庭や地域に配信しています。

町民課
学校教育課

行政情報メール啓発回数：17件
うち不審者情報配信回数：10件（絆
ネット含む）

行政情報メール啓発回数：17件
うち不審者情報配信回数：4件（絆
ネット含む）

行政情報メール啓発回数：21件
うち不審者情報配信回数：10件（絆ネット
含む）

行政情報メール啓発回数：30件
うち不審者情報配信回数：16件（絆ネット
含む）

72

75

76 3 地域ぐるみの防犯活
動の推進

「子どもをまもるいえ」など、子どもの緊急避難
場所の確保を図るとともに、地域住民が一体と
なって子どもを犯罪から守るため、地域住民の
防犯意識の啓発を行い、パトロールなど自主的
な防犯活動を支援します。
子どもが犯罪や誘拐などに巻き込まれないよ
う、登下校（園）時の安全確保を図るため、防犯
ベルの配布を継続します。

2 防犯施設などの整
備

夜間における犯罪の発生を抑制し、安全で安心
な生活が送れるよう、防犯灯の適正な維持管理
に努めます。また、子どもが安心して保育や教
育を受けられるよう、防犯カメラの設置など施設
の防犯設備の整備に努めます。

1 防災意識の向上と
防災対策の推進

子育て中の家庭が災害を正しく理解し、災害時
に役立つ知識を持てるよう、防災講座などを通
じて防災意識、自助意識の向上に努めます。

1 道路環境の整備 子どもが自転車や徒歩で、学校や公共施設、
公園などに安全にアクセスできるよう、歩道や
信号および「飛び出し注意」看板の設置やライ
ン表示など、安全性や機能性に配慮したユニ
バーサルデザインの道路環境の整備に努めま
す。

　誰もが安心して外出できる環境を整えることは、妊産婦、乳幼児連れの人などへの子育て支援だけでなく、高齢者、障がい者などを含めたすべての人が快適に生活でき
る環境整備につながります。より子育てしやすいまちをめざして、外出しやすい環境づくりをすすめていきます。

　個人や家庭で日頃から、防災や防犯に対する意識を高めることで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。

　子どもを事故から守るため、交通安全に関する教育を充実させ、自ら身を守る意識を育てるとともに、環境の整備、住民の交通安全意識の向上を図っていきます。

2 交通安全対策の推
進

幼稚園、保育園や小学校での交通安全教室を
はじめ、地域の行事などを通じた交通安全教育
を実施し、交通安全意識の醸成を図ります。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

病児・病後児保育事業

保育園・認定こども園・地域型保育事業

13

8

利用者支援事業

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）

9

10

6

7

妊婦健康診査

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

子育て短期支援事業（ショートステイ事業、トワイライトステイ事業）

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

一時預かり事業

12

対象事業

２号認定

３号認定

３～５歳

幼稚園

保育園・認定こども園

０歳

１・２歳

保育園・認定こども園・地域型保育事業

１号認定 ３～５歳 幼稚園・認定こども園

延長保育事業

「量の見込み」の算出項目について

◆ 以下の事業については、「量の見込み」を算出しており、実施状況について年度ごとに進捗状
況の管理を行います。

【
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

】

4

5

2

3

【
教
育
・
保
育
の
量
の
見
込
み

】

1

14

15

放課後児童健全育成事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業

11

14



教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

教育・保育の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保の内容、その実施時期

１　幼稚園、保育園、認定こども園 担当　／学校教育課

① 事業概要

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　幼稚園は義務教育およびその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、 幼児の健やかな成長のために適当な
環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的としています。 保育園は、保護者が日中就労や疾病などにより、就
学前児童を保育することができないと認められる場合に、保護者に代わり保育を実施します。このほかに、幼稚園、保育園
の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サービスを総合的に提供する認定こども園があります。
　本町に認定こども園はありませんが、公立の幼稚園と保育園を一元化した運営を行っています。

２　認定こども園および幼稚園の確保内容およびその実施時期 担当　／学校教育課

② 量の見込みと実績値

量の見込み

1号認定 256 人 257 人

2号認定 － 人 －
合計① 256 人 257 人

人 －

211

259 人 204 人 211

人

人

6 箇所

204 人

人

人

259 人

－ 人 － 人

実施箇所数（確保方策） 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所

- 人 -

211 人

過不足（②－①） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

提供量② 256 人 257 人 259 人 204

- 人

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ニーズ量

1号認定 244 人 218 人 189 人 191 人 人

2号認定 - 人 人

合計① 244 人 218 人 189

6 箇所 6 箇所 箇所

人 191 人 人

人

実施箇所数（確保方策） 6 箇所 6 箇所

過不足（②－①） 0 人 0 人

提供量② 244 人 218 人

0 人 0 人 人

人 191 人 人189

※　実績値のニーズ量と提供量は、各年度の4月1日時点の利用者数（認定者数）を表します。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

３　認定こども園および保育園、地域型保育の確保内容およびその実施時期 担当　／学校教育課

② 量の見込みと実績値

439 人 501 人 519 人
量の見込み
（2号認定）①

3歳～5歳 434 人 436 人

32 人 36 人 36 人量の見込み
（3号認定）①

0歳 33 人 33 人

1・2歳 208 人 206 人人 200 人 234 人 234
実施箇所数（確保方策） 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所

提供量
（既存）②

3歳～5歳 434 人 436 人 439 人

1・2歳 208 人 206 人

501 人 519 人

0歳 33 人 33 人 32

200 人 210 人 210 人

人 30 人 30 人

0 人 0 人 0 人

過不足
（②－①）

3歳～5歳 0 人 0 人

0歳 0 人 0

24 人

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

人

1・2歳 0 人 0 人 0 人 24 人

人 0 人 6 人 6

486 人 469 人 人
ニーズ量
（2号認定）①

3歳～5歳 447 人 460 人

31 人 24 人 人ニーズ量
（3号認定）①

0歳 33 人 32 人

1・2歳 188 人 191 人人 194 人 198 人

実施箇所数（確保方策） 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所

提供量
（既存）②

3歳～5歳 447 人 460 人 486 人

1・2歳 188 人 191 人

0歳 33 人 32 人

人

人 24 人 人

箇所

469 人 人

人 0 人 0 人

31

194 人 198 人

0 人 0 人

人

※　実績値のニーズ量と提供量は、3～5歳については各年度の4月1日時点の利用者数（認定者数）を、0～2歳について
　　は、各年度の3月1日時点の利用者数（認定者数）を表します。

人

過不足
（②－①）

3歳～5歳 0 人 0 人

0歳 0 人 0 人

1・2歳 0 人

③ 保育利用率の目標値と実績値

目　標　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人0 人 0 人

630 人

提供量（0歳～2歳） 241 人 239 人 232 人 240 人 240 人

推計児童数（0歳～2歳） 614 人 610 人 595 人 642 人

保育利用率（目標） 39.3 ％ 39.2 ％ 39.0 ％ 37.4 ％ 38.1 ％

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

提供量（0歳～2歳） 221 人 223 人

児童数（0歳～2歳） 644 人 631 人

225 人 222 人 人

人 575 人 人624

未満児保育のサービス提供量が不足しています。

⑤ 今後の方向性

幼稚園については、引き続き小学校区ごとの運営を継続していきます。保育園においては、利用者が増加しており、特に未
満児については、公立保育園のみで受け入れることに限界があります。

％ 38.6 ％ ％

④ 実績に対する分析

保育利用率 34.3 ％ 35.3 ％ 36.1
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

子育て支援センターは子どもや保護者の身近な相談場所として、相談支援を行っており、母子保健・子育て支援が連携し、
両面から切れ目のない支援を、今後も行っていきます。

箇所

③ 実績に対する分析

子ども総合相談室の保健師が、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行っていくため、妊娠届出時に妊婦ひと
りひとりと面談し、支援プランを提示しています。令和４年度からは、出産・子育て応援給付金事業の一環として給付金によ
る経済的支援とともに、妊娠後期と産後にも面談し伴走型相談支援を行っています。継続的な支援が必要なケースの場合
は、定期的に支援プランを見直しながら継続的に支援しています。入園している乳幼児の情報も共有できるよう、月1回各
園で支援カンファレンスを実施しています。
子育て支援センターにおいては、保育士が保護者からの個別相談に対応し、必要に応じて他係等と連携しながら援助を
行っています。

④ 今後の方向性

箇所 1 箇所 1 箇所

箇所実施箇所数
（確保方策）

基本型・特定型
0 箇所 1 箇所

母子保健型
1 箇所 1

1 箇所 1 箇所

箇所

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

箇所 1 箇所 1 箇所 1

箇所実施箇所数
（確保方策）

基本型・特定型
1 箇所 1 箇所

母子保健型
1 箇所 1

1 箇所 1 箇所 1

④ 　その他事業を円滑にするための必要な業務を行う

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

③ 　本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービ
ス利用者に周知を図る

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

４　利用者支援事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に向けて、子どもとその保護者や妊娠している方な
どが、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とします。
子どもやその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供と必要に応じた相談・助言
等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。当町では、利用者の身近な場所で、利用者と地域の子
育て資源などを繋ぐ「基本型」に加え、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を行う「母子保健型」を設置
することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のないワンストップの総合窓口（子育て世代包括支援センター*）の開
設を目指します。

① 　教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、利用者の個別ニーズを把握し、それに基
づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行う

② 　教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働*の体制づくり
を行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源*の開発等に努める
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

人回/月

乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等をより一層推進し、多様な主体の参画や子育て中の当事者
による支え合いにより、地域の子育て力向上を図ります。また、今後も新型コロナウイルス感染症対策等を行い、安全に継
続してご利用いただけるように努めます。

※　人回/月・・・各年度の利用者数（組数）×回数を12ヶ月で割った数値を表します。例えば、Aさん親子が年10回、Bさん・
Cさん親子が年25回利用した場合、60人回を12ヶ月で割り、5人回/月となります。

③ 実績に対する分析

平日に来所できない方にもご利用いただけるよう土曜開放日を設けて実施いたしました。新型コロナウイルス感染症対策と
して、利用時間の制限と利用者の地区割制を導入し、密を回避しつつ、換気、遊具の消毒等に努めて運営することができ、
ニーズ量の増加に合わせた提供を行うことができました。

④ 今後の方向性

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人回/月 0 人回/月 0 人回/月 0 人回/月

提供量 218 人回/月 399 人回/月 538 人回/月 574 人回/月

人回/月ニーズ量（利用者） 218 人回/月 399 人回/月 538

人回/月

箇所実施箇所数（確保方策） 1 箇所 1 箇所

人回/月 574 人回/月

箇所 1 箇所1

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

過不足（提供量－量の見込み） 0 人回/月 0 人回/月

347 人回/月356

人回/月 352

1 箇所

0 人回/月 0 人回/月 0 人回/月

提供量 368 人回/月 365 人回/月

1 箇所 1 箇所実施箇所数（確保方策） 1 箇所 1 箇所

人回/月 352 人回/月

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

５　地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業） 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

量の見込み（利用希望者） 368 人回/月 365 人回/月

　乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う
事業です。当町では、子育て支援センターで自由に遊ぶ「なかよし広場」、各幼稚園・保育園を開放して行う「ちびっこパー
ク」、職員がいろいろなおもちゃを持って各地区の集会所などに出向く「おでかけ広場」などを実施しています。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

人回/月 347 人回/月356
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

６　妊婦健康診査 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　母子保健法第 13 条に基づいて、妊婦および胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的として健康診査を行う事業で
す。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

人回 2,260 人回 2,260 人回

提供量 1,818 人回 1,797 人回

実施体制（確保方策）

実施回数：14回
実施場所：三重県内医療機関（県外は後日償還）
検査項目：基本的な妊婦健康診査、妊娠初期血液検査、子宮頸がん健診（細胞診）、
　　　　　　超音波検査、血液検査（血算・血糖・ＨＴＬＶ-1）、Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）、
　　　　　　性器クラミジア検査
実施時期：随時

量の見込み 1,818 人回 1,797 人回 1,787

人回 2,260 人回 2,260 人回1,787

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人回 0 人回 0 人回過不足（提供量－量の見込み） 0 人回 0 人回

人回 1,811 人回 人回

実施体制（確保方策） 量の見込どおり 量の見込どおり 量の見込どおり 量の見込どおり

ニーズ量（受診者） 2,296 人回 2,241 人回 2,145

人回

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人回 0 人回 0 人回 0

提供量 2,296 人回 2,241 人回 2,145 人回 1,811 人回

厚生労働省の通知で、望ましい健康診査回数として示されている14回全ての妊婦一般健康診査において、受診を補助（助
成）しています。
多胎妊婦に対しては、妊婦一般健康診査の受診頻度が多くなることから、令和４年度から２８回まで利用できる受診券を発
行し受診を補助しています。

④ 今後の方向性

妊婦一般健康診査の受診勧奨を行うことで、妊娠中の異常の早期発見に努め、妊婦・胎児が安心・安全に健全な状態で妊
娠期間を過ごし、出生できるよう促します。

人回 人回

③ 実績に対する分析

※　人回・・・各年度の受診者数×受診回数を表します。例えば、Aさんが14回、Bさんが13回利用した場合、27人回とな
     ります。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

７　乳児家庭全戸訪問事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児とその保護者の心身の状況、養育環境を把握し、子育てにつ
いての情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業です。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

人 172 人 169 人

提供量 177 人 175 人

実施体制（確保方策）
実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師等

量の見込み 177 人 175 人 174

人 172 人 169 人174

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人 0 人 0 人過不足（提供量－量の見込み） 0 人 0 人

人 148 人 人

実施体制（確保方策）
実施期間：子ども家庭課
実施体制：保健師等

実施期間：子ども家庭課
実施体制：保健師等

実施期間：子ども家庭課
実施体制：保健師等

実施期間：子ども家庭課
実施体制：保健師等

ニーズ量（訪問数） 187 人 191 人 201

人回

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人回 0 人回 0 人回 0

提供量 187 人回 191 人回 201 人回 148 人回

④ 今後の方向性

令和3年度から公募による母子保健推進員が活動開始しており、専門的なスタッフとなるよう育成を行い、より精度の高い
サービス提供を図ります。

人回 人回

③ 実績に対する分析

地域とつながるため、各地区ごとに委嘱している母子保健推進員による訪問と保健師等専門職による訪問を行っていま
す。訪問対象者の状況に応じて、母子保健推進員の訪問が難しい場合は保健師が訪問する等して訪問率を100％にできる
よう取り組んでいます。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

８　養育支援訪問事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　子どもを養育するために支援が必要でありながら、さまざまな理由で子育てのサービスが利用できない家庭に対し、養育
についての専門的な相談指導・助言などの支援や家事・育児の援助などを行います。また、出産前で特に支援が必要と認
められる妊婦に対しても同様の支援を行います。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5 件 5 件 5 件
量の見込み

訪問数 5 件 5 件

延べ件数 49 件 49

延べ件数 49 件 49 件

件

実施体制（確保方策）
実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師等

提供量
訪問数 5 件 5 件 5

件 49 件 49 件 49

49 件 49 件 49 件

件 5 件 5 件

件 0 件 0 件

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

過不足（提供量－量の見込み） 0 件 0 件 0

令和6年度

ニーズ量
訪問数 1 件 2 件 2 件 2 件 件

延べ件数 23 件 20 件 15 件 16 件 件

実施体制（確保方策）
実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師、保育
士

実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師、保育
士

実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師、保育
士

実施機関：子ども家庭課
実施体制：保健師、保育
士

2 件 2 件 件
提供量

訪問数 1 件 2 件

延べ件数 23 件 20

支援が必要な家庭に対し、必要な時に適切な支援ができるよう、家事援助についても体制強化に努めます。

件

③ 実績に対する分析

育児の援助を中心に、利用者のニーズに合わせた支援を行うことができました。

④ 今後の方向性

件

過不足（提供量－ニーズ量） 0 件 0 件 0 件 0 件

件 15 件 16 件
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

９　子育て短期支援事業 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　保護者の疾病や仕事などによって、家庭で過ごすことが一時的に難しくなった子どもに対し、必要な保護を行う事業で、短
期入所生活援助事業（ショートステイ事業）*と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）*があります。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施箇所数（確保方策） 2 箇所 2 箇所

量の見込み 12 人日 12 人日

2 箇所 2 箇所 2 箇所

人日 12

提供量 12 人日 12 人日

人日 12 人日12

人日 12 人日 12 人日12

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人日 0 人日 0 人日過不足（提供量－量の見込み） 0 人日 0 人日

実施箇所数（確保方策） 2 箇所 2 箇所

ニーズ量 4 人日 0 人日

2 箇所 2 箇所 箇所

人日 0 人日 人日0

人日 0 人日 人日

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0 人日

提供量 4 人日 0 人日 0

保護者の事情により、一時的に養育困難となった児童の保護を適切に行えるよう、希望に応じ対応します。急な預け先に
困った場合、園やファミリー・サポート･センターに相談する保護者が多いと考えられることから、子どもに関する機関への周
知を行います。また、ホームページでの周知を行います。また、ショートステイの里親委託について検討を進めます。

※　人日・・・各年度の利用者数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日
     預けた場合、5人日となります。当町では、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）のみ実施しています。

③ 実績に対する分析

R5年度は、利用がありませんでした。毎年度利用希望が少ないことから、一時的な養育困難について、各家庭で対応でき
ることが多いと考えられますが、制度を知らない家庭もあると思われるため、必要な家庭に情報が伝わるよう、関係機関に
対する周知、住民に対する周知の工夫が必要と考えます。

④ 今後の方向性

0 人日 0 人日 人日
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

援助活動のほとんどが、「援助の内訳としては保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り」、「小学校登校前の預かり及び
送り」、「保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助」で占められており、共働き世帯の増加が要因の一つとして考えら
れます。このニーズへの過不足が出ないように会員の減少緩和に努めます。

0 人日 人日

※　人日・・・各年度の利用者数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日
　　預けた場合、5人日となります。

実績に対する分析

0 人日

援助の内訳としては保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送りが最も多く、小学校登校前の預かり及び送り、保護者等の
短時間・臨時的就労の場合の援助の順で利用が多くなっています。様々な依頼内容にも、世帯の状況に配慮し丁寧な対
応、調整を行いました。また、今年度は援助会員養成講座を行うことができましたが、高齢や世帯事情などにより退会する
会員もいたため、昨年に引き続き援助会員は減少しております。

④ 今後の方向性

③

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0 人日

令和5年度

人日

提供量 372 人日 670 人日 542 人日 226 人日 人日

0 人日

令和6年度

ニーズ量（利用者数） 372 人日 670 人日 542 人日 226 人日

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度

過不足（提供量－量の見込み） 0 人日 0 人日 0

299 人日 670 人日

人日 0 人日

670 人日

人日 670 人日 670 人日

提供量 295 人日 292 人日

299

　育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となり、有償で子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員
はおおむね小学校６年生までの子どもを持つ保護者です。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量の見込み 295 人日 292 人日

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１０　ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１１　一時預かり事業 担当　／学校教育課

① 事業概要

　通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて、希望する幼稚園就園の子どもを対象に実施
する事業です。
　また、一時保育は、保護者の疾病、事故、出産や冠婚葬祭などの理由によって、家庭での保育が一時的に難しくなった未
就園の子どもについて、主に昼間、保育園やその他の場所で一時的に預かる事業です。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

－ 人日 － 人日 － 人日
量の見込み
（利用者）

幼稚園 － 人日 － 人日
2号認定の幼稚園の

定期的利用 － 人日 － 人日

保育園

－

148 人日

実施箇所数（確保方策） 1 か所 1 か所 1 か所 1

151 人日 151 人日 150 人日 149 人日

人日 － 人日 － 人日

か所 1 か所

提供量

幼稚園 － 人日 － 人日 －

－ 人日 － 人日 － 人日

人日 － 人日 － 人日

人日 149 人日 148 人日

過不足（提供量－量の見込み） 0 人日 0 人日

保育園 151 人日 151 人日 150

2号認定の幼稚園の
定期的利用 － 人日 － 人日

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人日 0 人日 0 人日

人日- 人日 - 人日
ニーズ量
（利用者）

幼稚園 - 人日 - 人日
2号認定の幼稚園の

定期的利用 - 人日 -

人日

人日 66 人日

実施箇所数（確保方策） 1

66

人日

保育園 84 人日 137 人日 91 人日

人日 - 人日 - 人日

人日人日

2号認定の幼稚園の
定期的利用 - 人日 - 人日

か所

提供量

幼稚園 - 人日 - 人日 -

- 人日 - 人日 人日

人日 - 人日

91

か所か所 1 か所 1 か所 1

人日

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0

みなみ保育園で実施している一時預かり事業について、今後も継続して実施していきます。

※　人日・・・各年度の利用者数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3回、Bさんが子ども2人をそれぞれ年
　　間5日と7日預けた場合、15人日となります。

③ 実績に対する分析

みなみ保育園で実施している一時預かり事業について、利用者のニーズに応えることができました。

④ 今後の方向性

0 人日 0 人日 人日人日

保育園 84 人日 137 人日
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１２　延長保育事業 担当　／学校教育課

① 事業概要

　保育認定を受けた子どもについて、保育園で通常の保育時間を超えて延長して保育を実施する事業です。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所

量の見込み 58 人 58 人

6 か所 6 か所 6 か所

人 107

提供量（保育短時間認定のみ） 58 人 58 人

人 107 人57

人 107 人 107 人57

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 人 0 人 0 人過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人

実施箇所数（確保方策） 6 か所 6 か所

ニーズ量 88 人 110 人

6 か所 6 か所 か所

人 126 人 人126

人 126 人 人

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人

提供量（保育短時間認定のみ） 88 人 110 人 126

利用者は年々増加傾向にあり、今後は利用定員を超える可能性があります。利用者の増加は、子育て世帯の転入や共働
き世帯の増加が要因の一つと考えられます。

※　人数は、各年度の利用者数（実人数）を表します。普段、早朝・延長保育を利用していない子どもが利用した場合の
　　人数です。

③ 実績に対する分析

不足なくサービスが提供されていると考えられます。

④ 今後の方向性

0 人 0 人 人
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１３　病児・病後児保育事業 担当　／学校教育課

① 事業概要

36

　病気や病気回復期の子どもで、保護者の就労などの理由によって、保護者が保育できない場合に、保育施設で子どもを
預かる事業です。

② 量の見込みと実績値

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

量の見込み 36 人日 36 人日

提供量 36 人日 36 人日 35 人日

人日 36 人日 35 人日

0

36 人日 36 人日

人日 0 人日過不足（提供量－量の見込み） 0 人日 0 人日 0 人日

令和6年度

ニーズ量 16 人日 27 人日 15 人日 15 人日

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

人日

提供量 16 人日 27 人日 15 人日 15 人日 人日

④ 今後の方向性

③

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人日 0 人日

今後も継続して実施します。

0 人日 人日

※　人日・・・各年度の利用者数×日数を表します。例えば、Aさんが子ども1人を年間3日、Bさんが子ども1人を年間2日
     預けた場合、5人日となります。

実績に対する分析

0 人日

病児保育広域対応支援事業については、平成29年度から桑名市と協定を締結し、「桑名市病児保育事業実施要綱」に基
づき病児保育事業を実施しています。
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１４　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 担当　／ 子ども家庭課

① 事業概要

　保護者が就業などによって昼間家庭にいない小学校に就学している子どもを対象に、授業が終わった後の遊びや生活の
場を提供し、放課後児童支援員の活動支援のもと子どもの健全育成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休
み等の長期休暇中にも実施します。

② 量の見込みと実績値

令和6年度

199 人 201 人 202 人
量の見込み
（利用者）

1～3年生 193 人 197 人

4～6年生 103 人 98 人

合計

102 人 101 人

量の見込み 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

人

103

305 人

実施箇所数（確保方策） 7 箇所 7 箇所 7 箇所 7 箇所 7 箇所

296 人 295 人 301

305 人

0 人

人

令和6年度

人

0 人 0 人

人 302 人

人

86 人 106

301 人 302

116

実施箇所数（確保方策） 7 箇所 7 箇所

合計 274 人 287 人

ニーズ量

1～3年生 182 人 201 人

提供量 296 人 295 人

4～6年生 92 人 人人

過不足（提供量－量の見込み） 0 人 0 人

実　績　値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

223 人 223 人

8 箇所 9 箇所 箇所

人 339 人 人329

人

過不足（提供量－ニーズ量） 0 人 0 人

提供量 274 人 287 人 329 人 339 人

小学校児童の放課後の適切な遊びと生活の場の確保に努めます。入所希望児童数が増加する可能性があるため、受け
入れ場所の確保ができるよう、小学校の余裕教室等の活用について進めます。

※　人数は、各年度の利用者数を表します。

③ 実績に対する分析

利用者は年々増加傾向にあり、今後は利用定員を超える可能性があります。利用者の増加は、子育て世帯の転入や共働
き世帯の増加が要因の一つと考えられます。

④ 今後の方向性

0 人 0 人 人
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教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の進捗状況

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実施しようとする
教育・保育の提供体制の確保内容、その実施時期

１５　実費徴収に係る補足給付を行う事業 担当　／学校教育課

① 事業概要

本町では、未実施の事業です。

④ 今後の方向性

必要に応じ、実施を検討します。

　保護者の世帯所得の状況などを勘案して、特定教育・保育施設などに対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他
の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用などを助成する事業です。

② 量の見込みと実績値

　本町では、未実施の事業です。
　必要に応じ、実施を検討します。

③ 実績に対する分析
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